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序章 
 
 
 

本章では、研究の⽬的と本研究の意義、並びに先⾏研究のレビューと
本論⽂の構成について述べる。 
 
第１節 研究⽬的 
 
 本研究の⽬的は、授業計画の段階において、教師⽤指導書は教師、そ
の中でもとりわけ初任教師1をどのようなかたちで⽀援し得るのかを明ら
かにすることである。 

本研究の契機は、筆者の個⼈的な動機による。筆者がまだ⼩学⽣であっ
た頃、当時の算数の授業中、当時の担任が持っていた教師⽤指導書の朱書
編が⽬に⼊った。筆者ら児童がもっている教科書と似ているものの、⾚字
で何やら書き込みがなされていることに興味がわき、担任に頼んでこっそ
りと⾒せてもらった。すると、教師がどのような「めあて」を⽴てるべき
か、どのような発問を投げかけるべきか、どのようなことを重点的に指導
すべきかなど、教師が授業中にどのような⾔動を取るべきかについての丁
寧な指⽰が書き込まれていることがわかった。これを⾒て、筆者は率直に
「ずるい。これがあれば⾃分でも教壇に⽴って授業をすることができるで
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はないか。」という旨の感覚をもった。当時の筆者は、教職に対して強く憧
れを抱いており、すべての教師が専⾨性と責任をもって⾃⾝の授業づくり
を⾏なっているものと考えていた。しかし、そのような期待をこめた予想
とは裏腹に、このようないわゆる授業の「マニュアル」が存在していたこ
とにいささかの失望をおぼえたのである。どれだけ専⾨性を持たない⼈間
でも、教師⽤指導書に従えば、それらしい授業ができてしまう。このよう
なことが、当時の筆者の教師の専⾨性に対する強い憧れを棄損することに
つながったのである。それ以来、筆者は教師⽤指導書に対して、あまりい
い印象を持たぬままに児童・⽣徒としての期間を過ごした。 

しかし、⼤学に⼊って教職課程を履修し、さまざまな授業を受講する中
で、あるいはそれらの⼀つの集⼤成として教育実習のために⾼校に赴いて
授業をする中で、教師⽤指導書のみでの授業の成⽴は難しいということを
実感した。詳細は後述するが、教師の授業に関する⼒量は授業を構想する
⼒、教材研究をする⼒、授業を展開する⼒などさまざまな要素が含まれて
おり、それらの全てを教師⽤指導書のみを⽤いて賄うことは現実的に無理
がある。また、教師が実際に指導する児童⽣徒は⼀⼈ひとり異なる特性や
思考の傾向を有しており、教師の発問等に対するそれらの反応もまた⼀⼈
ひとり違う。これらのことから、教師⽤指導書に⽰された通りに授業を実
施することは⾮常に難しいのではないかと考えた。 

以上のことを考える中で、筆者の中に、教師⽤指導書は授業を成⽴させ
るための万能なツールなどではなく、その⽀援にも限界があるということ
を考えるようになった。このようなことから、教師⽤指導書は教師が実施
する授業の成⽴をどのようなかたちで、そして、どこまで⽀援することが
可能なのだろうか。以上のような疑問が⽣じた。このような問いに向き合
う中で、教師の最も⼤きな業務である授業に関わる教師の専⾨性について
捉え直すことができるのではないか。また筆者が教師となって教壇に⽴つ
際の教師⽤指導書との向き合い⽅についての⽰唆を得ることができるの
ではないか。以上のような思いを抱いたことから、本研究ではこのような
主題を設定した。 
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第２節 先⾏研究のレビュー 

 
本節では、先⾏研究のレビューを⾏なう。 
⽇本における教師⽤指導書の内容分析に関する研究は、管⾒の限り極め

て少ない。これは、教師⽤指導書を閲覧すること⾃体が⾮常に難しいとい
うことが理由として考えられる。多くの教科書会社は⾃社の教科書を採⽤
している学校の教師以外に教師⽤指導書を販売していない。そのため、教
師以外が⼿にとることは⾮常に困難であり、国内では国⽴国会図書館の東
京本館や教科書図書館2など、ごく⼀部の限られた場所でしか閲覧すること
ができないようになっている。そのため、教師⽤指導書の内容を分析した
研究はごく僅かなものとなっていると考えられる。 

また、幾らか⾒られる教師⽤指導書に関する研究も、その多くは教師⽤
指導書の内容を分析することを通じて、各教科における指導内容がどのよ
うに学習されるべきであるかについて分析したものがほとんどである。例
えば、板橋夏樹と⼤髙泉は、⽶国の⼩学校の理科の教科書及び教師⽤指導
書を⽤いて、⼩学校低学年段階で光・熱・⾳などのエネルギー概念がどの
ように導⼊されているのかについて分析している3。また、溝⼝希久⽣は、
同じく⽶国の⾳楽科の教師⽤指導書が、⾳楽という教科の指導内容をどの
ように捉え、⼦どもにそれをどのように学ばせていくことが意図されてい
るのかについて分析している4。これらは、教師⽤指導書を分析していると
いう点で本研究と重なるが、あくまで教師⽤指導書を通じた教科専⾨的な
内容に関わる記述の分析であり、教師への影響については主たる対象とし
ていない。また、いずれも⽶国の教師⽤指導書に着⽬しており、⽇本の教
師⽤指導書について⾔及している部分はごくわずかである。 
伊東毅の先⾏研究は、本研究と同じく「特別の教科 道徳」の教師⽤指導

書の発問例を分析している5ものの、その内容はあくまで教科化の過程でど
のように学習内容及び指導⽅法が変化したのかということに重きを置い
ているため、教師に着⽬していないという点において板橋・⼤髙と溝⼝の
研究と同じであると⾔える。 

以上のような内容を扱う先⾏研究が多く⾒られる中で、教師⽤指導書が
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教師にどのような影響を及ぼしているのかという点に着⽬した先⾏研究
も、管⾒の限り僅かながら存在する。例えば、⼭⼝悦司は、教師⽤指導書
が理科を指導する教師の学習を⽀援する仕組みをいかに備えているのか
について解明を試みている。⼭⼝は、⼩学校の理科の教科書に付随してい
る教師⽤指導書を分析し、①⼩学校理科の教師⽤指導書は科学の内容・及
び⽅法に関する PCK（Pedagogical Content Knowledge）の学習が重点的
に⽀援されているということ、②⽀援の形態として、個々の教授⽅法・教
材・学習活動を効果的に利⽤する仕⽅に関する学習を⽀援する形態が活⽤
されているということ、以上の２点を結論として導き出している6。   

この⼭⼝の分析調査研究は、教師の⼒量向上に寄与する⾯を教師⽤指導
書が備えていると⾒做している点、また教師⽤指導書の内容分析を通して、
そのあり⽅に迫っているという点において本研究と共通項をもつ。しかし、
⼭⼝の研究は、教科専⾨的な知識の学習による教師の⼒量向上がいかにな
されるのかということに重きを置いており、授業実施を⾒据えた授業計画
時における教師の⼒量向上のあり⽅については⾔及がなされていない。 

以上の部分で確認してきたように、教師⽤指導書に関する先⾏研究は極
めて少なく、いくらか存在するものに関しても、教師⽤指導書を通じて各
教科の専⾨的な内容がどのように指導されるべきかというものがほとん
どであった。これらは、教師⽤指導書が授業計画の段階にある教師にどの
ような影響を与えているのかについて⾔及していない。ゆえに、本研究で
は、教師⽤指導書が授業計画段階の教師、その中でも教師⽤指導書を参照
する割合が⾼いと考えられる初任教師にどのような影響を与えているの
かについて明らかにしていく。 

 
第３節 本論⽂の構成 
 
 本節では、本論⽂の構成について述べる。 
 序章では、まず本研究の⽬的と意義を述べたのち、本研究に関わる先⾏
研究のレビューを⾏なった。 
続く第１章では、主に教師⽤指導書について扱う。第１節では教師⽤指
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導書とはどのようなものかについて、その構成や、教師⽤指導書を取り巻
く制度等に着⽬しながら詳細に確認する。つづく第２節では教師⽤指導書
にかかわると考えられる概念である「耐教師性(teacher-proof)カリキュラ
ム」に着⽬し、それがどのような概念であるかを確認するとともに、当該
概念に関して巻き起こった議論について整理する。そして第３節において、
今⽇においても「耐教師性カリキュラム」は、教師⽤指導書の⼀側⾯とし
て根強く存在しているということを述べる。 
 第２章では、主に「特別の教科 道徳」について扱う。具体的には、まず
第１節で、なぜ本研究において「特別の教科 道徳」の教師⽤指導書に着⽬
するのかについて筆者の意図するところを述べる。つづく第２節では「特
別の教科 道徳」の成⽴の経緯と、成⽴の結果として「特別の教科 道徳」
が学校現場の教師たちに及ぼした影響について詳細に確認する。第３節で
は「特別の教科 道徳」の授業成⽴に必要不可⽋である⾃我関与について扱
う。第１項で本研究における「⾃我関与」の定義を詳述し、第２項で⾃我
関与が「特別の教科 道徳」の授業の成⽴に必要不可⽋であることを述べる。
そして、第４節で授業中に⾃我関与を促すことは、初任教師には⼤変難度
の⾼い⾏為であるということを述べる。そして、第５節において、初任教
師が「特別の教科 道徳」の授業を成⽴させるための⼀⼿段として教師⽤指
導書の発問例がそのような役割を果たすことを⽰し、第６節で具体的にど
のような発問が児童⽣徒の⾃我関与を促すのかについて、永⽥繁雄の発問
分類を参考にしながら⽰す。 
 第３章では、第２章の内容を踏まえ、「特別の教科 道徳」の教師⽤指導
書の記述内容の分析を⾏なう。具体的には、第１節で分析の⽅法について
詳述したのち、第２章で数量的な記述内容の分析の結果を⽰す。続く第３
節において具体的な教材をいくつか取り上げたうえで、教師⽤指導書の発
問例がどのようなかたちで児童⽣徒に⾃我関与を促し、道徳的価値の理解
につなげているのかを、２つの教材に掲載された４つの発問を確認しなが
ら具体的に分析する。そして、第４節において、このように⾃我関与を促
す授業の成⽴を⽀援する「特別の教科 道徳」の教師⽤指導書が「教科書で
教える」授業の成⽴を⽀援する役割を果たし得るということについて述べ
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る。そのうえで、第５節では、「教科書で教える」授業の成⽴をどのように
⽀援しているのかについて第３節で扱った発問例４つを再度具体的に分
析する。第６節では、ここまで実施してきた３つの分析の概要をそれぞれ
端的に⽰しつつ、第２節の数量的な分析と第３節・第５節の具体的な内容
分析の両⾯から考察を加える。そして、第７節では、発問例を通じて、初
任教師の児童⽣徒に⾃我関与を促す授業の成⽴、ひいては「教科書で教え
る」授業の成⽴を⽀援するような教師⽤指導書の機能にも限界があるとい
うことを、吉崎静夫の「初任教師の発達課題」に触れつつ論じていく。 
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第１章 

教師⽤指導書と授業の質 
 
 
 

本章では、主に教師⽤指導書について扱う。具体的には、まず第１節に
おいて、教師⽤指導書がどのようなものであるかについて、その構成の⾯
から説明する。続く第２節において、教師⽤指導書とかかわりが深い概念
であると筆者が考える、「耐教師性（teacher-proof）カリキュラム」につい
て、どのようなものであるかについて説明し、これに関わってどのような
議論が巻き起こったのかを確認する。そして、第３節において、筆者が教
師⽤指導書と「耐教師性（teacher-proof）カリキュラム」との間にみてい
る共通点について、それがどのようなものであるかを論じる。 
 
第１節 教師⽤指導書とは 
 
 本節では、教師⽤指導書がどのようなものであるかについて説明する。 
 ⽇本における教科書発⾏者は、通常、各々が発⾏する教科書に準拠した
教師⽤指導書を発⾏している7。多くの場合、教科書発⾏者である教科書会
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社が、⾃社で作成している教科書の内容に沿うかたちで教師⽤指導書を作
成しており、教師⽤指導書の中には、教師が教科書を⽤いた指導をしやす
いようなさまざまな記述や⼯夫がなされている。 
多くの教科書会社は児童⽣徒⽤の教科書に教師向けのガイドや情報が

朱書きされた冊⼦（以下、朱書編）と、単元計画や各時間の指導案や学習
内容についての教師向けの解説が掲載された冊⼦（以下、理論編）の２冊
を教師⽤指導書として発⾏している8。かつては、児童⽣徒が持っている教
科書と同じものであるように⾒えるものの、⽂章中や教科書の余⽩部分等
に指導のポイントが細かい⾚字で記述された朱書編のみを指して教師⽤
指導書という場合が多かった9。しかし、今⽇においては、複数の冊⼦、資
料が合わさり、１つのパッケージとして同梱されているものを指して教師
⽤指導書としている教科書会社が多い。 

その中には単元全体を⾒通した計画や、指導⽅法に併せて複数掲載され
ている指導案、教材研究に関する周辺情報等を掲載した理論編や、教科書
にあわせて制作され、教材として使⽤することができる付属のワークシー
ト、教科書の範読の⾳声データ、教科書の内容に合わせた付属の画像・映
像資料などが保存されている CD-ROMなど、授業の中でさまざまに活⽤
することのできる付属資料も同梱されている。このように、教師の授業を
充実したものにするための助⾔や指導の要点が書かれた冊⼦や、授業内容
をより深めたり、学習指導そのものを円滑に進めたりするための付属資料
などを、教師⽤指導書に含める場合が多い。 
 光村図書株式会社が発⾏している『中学道徳 学習指導書③』10を⼿掛か
りに、教師⽤指導書の構成の具体例を⾒ていこう。本稿の第３章第２節・
第３節で分析対象とする本書は、中学校 3 年⽣の「特別の教科 道徳」の教
師⽤指導書である。本書は、①朱書編（板書計画集付）、②付属デジタル教
材DVD-ROM、③付属朗読⾳声 CD、④教師⽤授業ノート、⑤ワークシー
ト、⑥研究編（授業デザインノート付き）、以上の６つの冊⼦・資料から構
成されている。 
①の朱書編は先に説明した通りのものであり、⼀⾒して⽣徒が持つ教科

書と同じように⾒えるが、各ページの⾄る所に細かい⾚字で授業のねらい
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や発問例、評価の⽅法、指導上の留意点や補⾜情報などが書き込まれてい
る。これらが記述されているという点においては⑥の研究編と共通してい
るが、朱書編ではそれらが抽出されるかたちで、短⽂で記述されており、
教師が⼀⾒して重要な情報を得やすいような⾒た⽬になっている。ゆえに、
教師⽤指導書を使⽤する教師の多くは、この朱書編を教室に持ち込んで授
業を実施していることが予想される。また、朱書編にはイラスト化された
板書例も掲載されているが、それらをさらに抽出した板書計画集が付属し
ている。 
②の付属デジタル教材 DVD-ROM には、教材の挿絵や写真、教材に関
連する写真・動画資料の他、年間指導計画や評価計画の資料、いわゆる「別
葉」と呼ばれる道徳教育の全体計画作成シート等、授業を計画・実施する
段階で教師が役⽴てることのできる資料が多数含まれている。 
③の付属朗読⾳声 CDには、教科書に掲載されているいくつかの題材の

本⽂を朗読した⾳声データが保存されている。いくつかの題材は⽣徒にも
馴染みが深いアニメの声優が朗読しており、⽣徒が関⼼をもって聴きやす
いような⼯夫がなされている。 
④教師⽤授業ノートは、教師が授業の構想段階でねらいや発問案、板書

例などの計画を記⼊したり、実施段階において⽣徒の様⼦や顕著な⾔動を
記録したり、実施後の段階で授業全体の反省を記⼊したりすることができ
る⼩冊⼦である。 
⑤のワークシートは主に⽣徒が⽤いるものであり、教師の発問に対して

⽣徒が考えたことを記⼊できるようになっている。 
⑥の研究編は、⼀般的には理論編と呼ばれるものに相当する冊⼦である。

この研究編には①の朱書編に記されていた授業のねらいや発問例、評価の
⽅法、指導上の留意点や補⾜情報が⽂章として記述されており、教師は⾃
⾝で学習指導案を作成する際の「⽣徒観」や「教材観」などを書く際に⼤
いに参考とすることができると考えられる。また、学習指導案の例も「A
案」と「B案」の２パターンが掲載されており、それぞれの指導案中の発
問や指導の１つ１つに対応した細かい留意点が記載されている。さらに、
教材研究を教師⾃⾝が⾏なう際の参考となる教科書外の⽂献等も記載さ
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れており、教師の授業計画を総合的にバックアップするための⼯夫が事細
かになされている。 
 光村図書の『中学道徳 学習指導書③』は以上の６つの資料・冊⼦から構
成されている。他の教科書会社、並びに他の教科、学年等でも、それぞれ
会社の特⾊や教科の特性・発達段階等の影響によって多少のちがいはある
ものの、多くの教師⽤指導書はこのような冊⼦・資料で構成されている。 

以上をみてわかるように、教師⽤指導書には授業計画・授業実施・授業
反省のいずれの段階においても、教師を⽀援するような⼿⽴てが数多く盛
り込まれている。ここから教師⽤指導書は、教師に対して教科書の活⽤の
仕⽅を細かく⽰したり、豊富な追加資料や周辺情報の存在を⽰したりする
ためのものであることがわかる。このような点を指して、教師⽤指導書は、
教師が教科書の活⽤⽅法を深く理解し、実際に活⽤していくための、いわ
ば「マニュアル」のようなものであるといえるだろう。ゆえに教師は教科
書とそれに準拠した教師⽤指導書を併せて⽤いることにより、授業内容を
いっそう充実させたり、授業そのものをより円滑に実施したりすることが
できるものと考えられる。 
 以上、本節では、教師⽤指導書の構成について確認することを通じて、
教師⽤指導書とはどのようなものであるかを確認してきた。次節では、こ
のような教師⽤指導書に関わりの深い概念であると筆者が考える「耐教師
性（teacher-proof）カリキュラム」について説明するとともに、それにつ
いて⾏われた議論が、どのような経緯をたどったのかについて概観する。 
 
第２節 「耐教師性(teacher-proof)カリキュラム」議論の整理 
 

第１節では、教師⽤指導書が具体的にどのようなものであるかについて、
主にその構成に着⽬しながら確認した。そのうえで本節では、筆者が教師
⽤指導書に⼤きく関わると考えている「耐教師性(teacher-proof)カリキュ
ラム」について扱う。まず、「耐教師性(teacher-proof)カリキュラム」がど
のようなものであるかについて確認する。その後、この「耐教師性(teacher-
proof)カリキュラム」がどのような経緯で成⽴し、それに関わる議論がど
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のように展開していったのかをみていく。 
 そもそも、「耐教師性(teacher-proof)カリキュラム」とはどのようなもの
を指すだろうか。アライアマンとリードラーは同概念について「学習者、
⽣徒、そして学習資源の間の直接的な相互作⽤を教師が邪魔することのな
いように、興味を掻き⽴ててくれる豊富な材料によって適切に構造化され、
しっかり⼀本化されて、ちゃんと⽀援されたコース・オブ・スタディ」で
あると定義している11。 

ここで、この定義に含まれる「コース・オブ・スタディ」が、解釈に幅
のある概念であるということに留意したい。この点については、飯島篤信
も「⽣徒が学習すべきものとして配当された教科内容の細⽬とその取扱い
に要する時間などを中⼼として、固定した基本的計画の枠組み」という⾒
⽅と、「学習指導における⽣徒の学習活動や教材の選択あるいは教材編成
の仕⽅などを⽰す」ものであるとする⾒⽅、⼤きく分けて以上の２つの⾒
⽅ができるものであると述べている12。ここで飯島が述べるように、⽣徒
の学習内容全体の固定的・基本的計画の枠組みであるという広範な⾒⽅と、
学習指導の場⾯における学習活動や教材の選択ないしは教材編成の仕⽅
という限定的な⾒⽅の両⽅が成⽴するのである。 

しかし、後述するが、アメリカで「耐教師性(teacher-proof)カリキュラ
ム」の制作が推進された 1960 年代に、多くの研究者が教材や学習プログ
ラムの開発に腐⼼していたという点を考慮すると、「耐教師性(teacher-
proof)カリキュラム」について考える場合においては、飯島が提⽰する「コ
ース・オブ・スタディ」の２つの⾒⽅のうち、後者の、学習指導の場⾯に
おける学習活動や教材の選択ないしは教材編成の仕⽅であるという⾒⽅
を採⽤するのが妥当であると考えられる。これについて、⽥中知⼦も「耐
教師性(teacher-proof)カリキュラム」のことを、「どんな教師が教えても成
果が上がる教材パッケージ」であると要約している13。 

以上、アライアマン・リードラーの「耐教師性(teacher-proof)カリキュ
ラム」の定義、飯島の「コース・オブ・スタディ」に関する説明、⽥中の
要約から、「耐教師性(teacher-proof)カリキュラム」とは、どのような教師
であっても⼀定の学習成果をあげることのできる教材や学習活動のパッ
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ケージであると捉えることができる。 
教師の授業の⼒量については既にさまざまな先⾏研究が積み上げられ

ており、授業を構想する⼒、教材研究をする⼒、授業を展開する⼒など、
さまざまな教師の専⾨的な⼒量がそこに含まれている。何を「授業の⼒量」
とするのか、その範囲は研究者によってさまざまであるが、教師によって、
それらの⼒量が⾝についているか否か、あるいは質が⾼いものかそうでな
いものか等に個⼈差があると主張する点において、多くの研究者が⼀致し
ている。しかし、教師の個⼈的資質の有無やその質の⾼低の差にかかわら
ず、あらゆる教師が使⽤することができ、⼀定の成果を挙げることができ
るのが「耐教師性(teacher-proof)カリキュラム」なのである。 
 この「耐教師性(teacher-proof)カリキュラム」は 1960年代にアメリカで
展開されたカリキュラム改造運動、いわゆる科学教育「現代化」運動の⼀
環として、開発が⽬指された14。ここで重要なのは、これらの運動の旗⼿を
取り、強く推し進めていったのは⼤学の著名な学者であった15ということ
である。佐藤学は、この運動の下で「おびただしい教材やプログラムが教
室に氾濫し、それらの教材と授業の効果を客観的に数量的に評価する研究
が推進された」とし、それを主導したのが「学校教育の効率性と⽣産性を
追求した⾏動科学を基礎とする教育研究者たちであった」と述べる16。現
場で⽇々児童⽣徒と向き合い、それらの特徴や個性を把握しながら授業を
実施しているであろう教師ではなく、あくまで効率性や⽣産性を追求する
研究者たちが教材・プログラムの開発を先導したのである。そのような中
では、教師は⼀般性をもったカリキュラムを単に教室へと運ぶだけの「導
管」であると⾒なされ17、ただただ指⽰された流れ通りに授業を実⾏する
という、まるでロボットのような役割を果たすことを求められた。 

このように教師の個性や教室の⽂脈を無視したカリキュラムは、現実に
は有効な機能をはたさなかった18。そのため、「耐教師性」のカリキュラム
の有効性への疑念が⽣じ、結果的には「耐カリキュラム性」の教師を養成・
研修することの⽅が重要であるという認識が拡⼤していったのである19。
すなわち、どのようなカリキュラムであっても、児童⽣徒が⼀定の効果を
あげることができるような教師を育成することが肝要であると⾒なされ
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るようになった。このような過程を経て、省察的実践、アクション・リサ
ーチ等、教師をカリキュラム改⾰の中⼼に位置付けていく⾵潮が強まり20、
教員養成、教師教育の重要性が叫ばれるようになったのである。 
 以上の部分では、1960年代のアメリカにおける教育の「現代化」運動の
中で開発が重視された「耐教師性(teacher-proof)カリキュラム」に関して、
その概要とたどった経緯を確認した。終盤に触れた、どんなカリキュラム
であっても⼀定の効果をあげることのできる教師の育成が⽬指されてい
るという姿勢は、今⽇においても変わっていない。今⽇の学校教育は多様
性の下、学校には多様な児童⽣徒が存在しているという前提に⽴っている。
それらの児童⽣徒⼀⼈ひとりに対して柔軟な対応をとりつつ、個々のニー
ズを満たしていくことが教師に求められている。このようなことに関連し
て、佐藤学は次のように述べている。 

 
欧⽶や⽇本のような先進諸国は、産業主義社会からポスト産業主

義の社会へと移⾏しつつあり、政治体制においても官僚主義の弊害
を克服する課題に迫られている。トップ・ダウンの⽅式でカリキュ
ラムを開発し普及して教育の⽣産性と効率性を追求する時代は終
わっているのである。（中略：筆者）「カリキュラム」から「教師」
への中⼼軸の移⾏は、このような社会の改⾰と学校の改⾰の様式の
変化を反映していると⾔えよう。21 

 
ここで佐藤が述べているように、社会や学校の様式の変化に合わせて、

教育改⾰の様相も変化する。これは今⽇においても同じことであり、教育
は社会情勢や児童⽣徒のニーズ等、時代の要請に合わせて⽇々姿を変えて
いく。そのように、時代が変化し、多様な教師、多様な児童⽣徒が学校内
に共存し、多様な教室の⽂脈が存在していることが⼤前提とされている今
⽇、「耐教師性(teacher-proof)カリキュラム」を開発したり、利⽤したりす
ることは、もはや「時代遅れ」な⾏為であると⾒なされている。ゆえに、
「耐教師性(teacher-proof)カリキュラム」の開発よりも、「耐カリキュラム
性（curriculum-proof）教師」の育成に⼒点が置かれているのである。 
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 しかし、この「耐教師性(teacher-proof)カリキュラム」が過去の遺物と
⾒なされている点に対して、筆者は疑問を抱いている。今⽇において、本
当に教師の個⼈的資質の有無やその質の⾼低の差にかかわらず、あらゆる
教師が使⽤することができ、⼀定の成果を挙げることができるようなもの
は存在しないのであろうか。またそのようなものの開発は進められていな
いのだろうか。この点について、端的に結論を⽰せば、筆者は今⽇の教師
⽤指導書の⼀側⾯に「耐教師性(teacher-proof)カリキュラム」のような役
割を果たしている部分が⾒られると考えている。このことについては、次
節で論じていく。 
 
第３節 教師⽤指導書と「耐教師性(teacher-proof)カリキュラム」 
 

前節では、教師⽤指導書に⼤きく関わっていると筆者が捉えている「耐
教師性(teacher-proof)カリキュラム」の概要と、それが巻き起こした議論
について確認した。これを受けて本節では、教師⽤指導書と「耐教師性
(teacher-proof)カリキュラム」がどのように関わっていると考えられるか
について、筆者の⾒解を述べていく。 
 上記の問いの答えを端的に⽰せば、筆者は、「どのような教師であっても
⽤いることができる」という点において、教師⽤指導書に「耐教師性
(teacher-proof)カリキュラム」的な側⾯が⾒られると考える。前節で「耐
教師性(teacher-proof)カリキュラム」の定義をしたアライアマンとリード
ラーは、同概念の特徴について次のように述べている。 
 
    耐教師性のカリキュラムでは、教授の⽬標（何のために）、内容（何

を）、そして⽅法（どのように）は⼀連の授業の中に完備され、教師
たちのために決められている。さらに、教育の⽬的、カリキュラム内
容、そして評価⽅法は、教師の実践と信念に影響されないよう考慮さ
れた、カリキュラム素材⼀式の中にすべてパッケージされている。22 

 
 以上のようにアライアマンとリードラーは述べている。このように表現
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されている「耐教師性(teacher-proof)カリキュラム」と教師⽤指導書の間
には以下２点のような共通点が⾒られる。 
 １点⽬は、使⽤する教師たちのために指導の⽬標、内容、⽅法が全て所
与のものとして決められているということである。多くの教師⽤指導書に
は、教科書教材に合わせて、各授業における指導のねらいや指導・評価の
⽅法等をどのように設定すればよいかについてが記⼊されている。これら
は授業を構想するうえでの基礎的な要素であるが、これらの基礎的な部分
から教師が授業計画を構想し始めずとも、教師⽤指導書がそれらを与えて
くれるような状況が成⽴しているのである。そして、これは基礎的な要素
が⼀連の授業の中に完備されている「耐教師性(teacher-proof)カリキュラ
ム」においても同様である。以上のように、授業を成⽴させるうえでの基
礎的な要素が所与のものとして教師に与えられるという点において教師
⽤指導書と「耐教師性(teacher-proof)カリキュラム」は共通している。 
 ２点⽬は、あらゆる教師が使⽤することを前提として作られたものであ
るということである。⽇本においては学校教育法第 34 条に基づき、全て
の児童⽣徒が、⽂部科学省の検定を経た教科書（以下、検定済教科書）、ま
たは、⽂部科学省が著作の名義を有する教科書（⽂部科学省著作教科書）
のいずれかを使⽤して学習することが義務付けられている23。これは、教
師の側からみれば、すべての児童⽣徒を指導する際に検定済教科書または
⽂部科学省著作教科書を⽤いる必要性があるということを意味している。
そして、教科書を⽤いる教師は⼀⼈ひとりが異なる特性や思考の傾向を有
している。したがって、教科書がさまざまな個性をもった教師に使⽤され
ることから、教科書に準拠したかたちで制作される教師⽤指導書もそのよ
うな前提のもとに制作される必要がある。すなわち、教科書同様に、教師
⽤指導書も、どのような教師であっても授業計画・授業実施の段階で使⽤
することができるように制作されていると考えられる。この「どのような
教師であっても」、ということについて、教師⽤指導書が授業内容をより充
実させたり、授業そのものを円滑に実施したりすることができるように働
きかけるためのものであるという点を踏まえて考えたい。この点を踏まえ
ると、教師⽤指導書は、どのような教師であっても授業内容をより充実さ
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せたり、授業そのものを円滑に実施したりすることができるように制作さ
れていると考えられる。すなわち、授業内容を⾃ら充実したものにしたり、
授業を円滑に実施したりすることが難しい教師にとって、教師⽤指導書は
役に⽴つということがわかる。 

授業内容を充実させたり授業を円滑に実施したりすることが難しい教
師が存在する理由についてはさまざまなものが考えられるが、そのうちの
⼀つに、単純に教師としての経験不⾜が、これら授業計画・実施に関わる
⼒量の不⾜につながっているということを挙げることができるだろう。 
無論、経験の不⾜ゆえに、授業計画・実施の際のあらゆる⾯において、

初任教師の⼒量が、より教師経験の⻑い他の教師に劣っているとみるのは
早計である。そのことは秋⽥喜代美が教師の発達について以下のようなこ
とを述べていることからもわかる。 

   
現実には⼈は混沌の中で⽣きている。そして⽇々の混沌の積み重
ねを振り返った際に結果として描かれてきたものが成⻑というか
たちで語られる。したがって、経験の少ない者は成⻑の途上であり、
未熟な者であるととらえたり、より上位の段階に早く進めるように
と考えることは、本来の発達の姿を⾒失うことになる。円熟したベ
テラン教師のよさとは異なる若い教師のよさがあることも事実で
ある。24 

 
 ここで秋⽥が述べるように、全ての⾯において初任教師の⼒量が他の教
師に劣っているわけではなく、若い教師は若い教師としての良い⾯を持っ
ているとも考えられる。たとえば、⾃⾝の経験に囚われずに教材を独⾃の
⽬線で解釈することができたり、教育に関わる最新の学問的な知⾒を⼤学
で学んでいたりすることがそれに該当すると考えられる。このように特定
の⾯においては、初任教師も経験年数を積んだ教師が有していない⼒量を
幾らか有していると考えられる。 

しかし、すでに述べているように教師経験の⻑さという点において、初
任教師は他の教師に勝つことはできない。教師が経験にあわせて新たな資
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質や能⼒を獲得していく、すなわち成⻑していく存在であるとみなした場
合、初任教師はまだ成⻑に伴って獲得できる資質や能⼒を獲得していない。
このような意味で他の教師に⽐して未熟であるといえると考えられる。例
えば、各々教師は教師経験の中で多様な児童⽣徒と交流する機会をもつが、
原則授業を担当しない管理職の場合を除き、教師としての経験を重ねれば
重ねるほど、児童⽣徒とのより多くの交流の機会をもつことができると考
えられる。このように、児童⽣徒と関わる中で獲得することができる資質・
能⼒などは、初任教師に⽐して経験を積んだ教師の⽅が優れたものを有し
ており、反対に初任教師にとっては未熟な部分であると考えられる。そし
て、このような資質・能⼒は授業内容を⾃ら充実したものにしたり、授業
を円滑に実施したりすることと⼤きな関わりをもっている。この点につい
て、詳しくは第２章第４節で述べる。このようなことから、初任教師は授
業計画、授業実施の⾯で他の教師に⽐べて未熟な⾯をもっている存在であ
ると考えられる。 

これに関連して、吉崎静夫は初任教師 46 名を対象に質問紙調査を実施
し、その多くに共通している授業計画の特徴として、「初任教師にとって、
教科書会社が発⾏している指導書は、授業設計の拠り所となっている」と
述べている25。この⾔葉からは、多くの初任教師が教師⽤指導書を拠り所
として役⽴てながら授業を成⽴させているということがわかる。このよう
に、初任教師が授業を⾏なううえで役⽴てることができるということから、
教師⽤指導書は、あらゆる教師が授業内容をより充実させたり、授業その
ものを円滑に実施したりすることができるために役⽴てることができる
ものであるといえるだろう。そして、このようにあらゆる教師を使⽤の対
象としている点において、教師⽤指導書と「耐教師性(teacher-proof)カリ
キュラム」は共通していると考えられる。 
 以上、本節では教師⽤指導書と「耐教師性(teacher-proof)カリキュラム」
の共通点について述べてきた。簡潔にまとめると、使⽤する教師たちのた
めに指導の⽬標、内容、⽅法が全て所与のものとして決められているとい
うこと、並びに、あらゆる教師が使⽤することを前提として作られたもの
であるという点が共通点としてみられた。これら２つの共通点のうち、本
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研究では後者に着⽬する。本節で取り上げた吉崎の⾔葉からは、教師⽤指
導書が初任教師の授業成⽴に役⽴てられているということがわかった。し
かし、どのようなかたちで授業成⽴の役に⽴っているのかということにつ
いては論じられていない。次節以降では、この点について、「特別の教科 道
徳」の教師⽤指導書に着⽬しながら明らかにしていく。 
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第２章 

「特別の教科 道徳」と 

授業の質 
 
 
 

前章では、主に教師⽤指導書について触れた。第１節では教師⽤指導書
とはどのようなものかについて、その構成や、教師⽤指導書を取り巻く制
度等に着⽬しながら詳細に確認した。つづく第２節では教師⽤指導書にか
かわると考えられる概念である「耐教師性(teacher-proof)カリキュラム」
に着⽬し、それがどのような概念であるかを確認するとともに、当該概念
に関して巻き起こった議論について整理した。その中では、「対教師性カリ
キュラム」の対概念であるとされる「耐カリキュラム性教師」という概念
が登場し、教師教育の発展に繋がったため、今⽇「対教師性カリキュラム」
という概念はいわば廃れた概念であるとみなされていることを確認した。
しかし、第３節において、今⽇においても「耐教師性カリキュラム」は、
教師⽤指導書の⼀側⾯として根強く存在しているということを述べた。 
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以上のような第１節を踏まえたうえで、第２節では「特別の教科 道徳」
について扱う。ここで第１章の内容から離れ、第２章で「特別の教科 道徳」
を扱う理由としては、第３章において「特別の教科 道徳」の教師⽤指導書
の記述内容の分析を⾏なううえで重要な概念となる⾃我関与について説
明するためである。 

先に説明すると、第３章では「特別の教科 道徳」の教師⽤指導書が発問
の例⽰を通じて、初任教師の授業成⽴を⽀援し得るということを、実際に
出版されている教師⽤指導書の記述内容の分析を通じて実証していく。具
体的には、教師⽤指導書に児童⽣徒に⾃我関与を促すような発問例が掲載
されている教材がどれほど存在するかを確認するとともに、どのようにし
て発問例を通じて⾃我関与が促されているのかを詳細にみていく。 

このように本研究では、「特別の教科 道徳」の教師⽤指導書の分析の過
程で⾃我関与という概念に着⽬する。それは、同教科の授業成⽴のために
は、児童⽣徒に⾃我関与を促すことが必須であると考えられるからである。
この点について、⾃我関与とはそもそもどのようなものか、なぜ同教科で
⾃我関与を児童⽣徒に促すことが必要なのか、⾃我関与を児童⽣徒に促す
発問例とは具体的にどのようなものであるかについて、本章で詳細に説明
する。 

まず第１節では、なぜ本研究において「特別の教科 道徳」の教師⽤指導
書に着⽬するのかについて筆者の意図するところを述べる。つづく第２節
では「特別の教科 道徳」の成⽴の経緯と、成⽴の結果として「特別の教科 
道徳」が学校現場の教師たちに及ぼした影響について詳細に確認する。第
３節では「特別の教科 道徳」の授業成⽴に⾃我関与が必要不可⽋であるこ
とを述べ、しかし授業中に⾃我関与を促すことは、初任教師には⼤変難度
の⾼い⾏為であるということを第４節で述べる。そして、初任教師が「特
別の教科 道徳」の授業を成⽴させるための⼀⽅策として教師⽤指導書の
発問例がそのような役割を果たすことを⽰しつつ、第６節で⾃我関与を促
すような具体的な発問の例を確認する。 

以上、第１節から第６節の内容を通じて、「特別の教科 道徳」の教師⽤
指導書は、発問例を⽰すことにより、初任教師が実施する「特別の教科 道
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徳」の授業成⽴を⽀援し得ると考えられる、同教科の教師⽤指導書の発問
例の特徴について説明していく。 

 
第１節 なぜ「特別の教科 道徳」に注⽬するのか 
 

第１節では、なぜ本研究において「特別の教科 道徳」の教師⽤指導書に
着⽬するのかについて説明する。結論を先に⽰すと、「特別の教科 道徳」
の教師⽤指導書を対象としたのは、教師たちが参照する割合が最も⾼いと
考えられるのが「特別の教科 道徳」の教師⽤指導書であるからである。そ
の理由について、「特別の教科 道徳」の特質に触れながら、以下、２点を
⽰していく。 

１点⽬として、教科化を通じて外⾯的・内⾯的にさまざまな変更点が加
えられたことが挙げられる。詳細は第２章第２節において説明するが、
2015年３⽉の学習指導要領⼀部改正をもって、道徳が「特別の教科」とし
て教育課程上に位置づけられ、⼩学校では 2018年から、中学校では 2019
年から「特別の教科 道徳」の授業が実施された。学校現場の教師たちは単
に呼称を変更するにとどまらず、教科化に伴って⽣じた検定済教科書の使
⽤義務、指導⽅法の質的転換の必要性等、さまざまな変化に対応すること、
並びにそれまでの⾃⾝の「道徳の時間」の指導を⾒直すことを余儀なくさ
れた。このような中で、吉⽥今⽇⼦らは「特別の教科 道徳」が学校現場に
導⼊された直後である 2019 年の学校現場の教師らの実態について、以下
のように率直に吐露している。 

 
学校現場は、いまだ混迷の中にある。その要因の⼀つは「これまで

の道徳と何を変えたらよいのか」が把握できていないことにある。（中
略：吉⽥ら注）実際に授業をつくる教師にとっては、これまでと同じ
教材が使われていたり、逆にこれまで以上に書く作業が重視されたり
と、何をどのようにして授業を進めればよいのか⼾惑うばかりだ。26 

 
以上のような吉⽥らの⾔葉からは、教科化に伴って新たに要請されたさ
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まざまな要素に対して、当時の学校現場の教師たちがそれらを理解しきれ
ぬうちに「特別の教科 道徳」の授業が開始されたこと、教科化される以前
の「道徳の時間」から変更すべき点とその必要性がない点と変更すべきで
ない点の区別がつかぬままに授業を進めてしまっていること、これらによ
って混乱状態に陥っていること、以上のことがわかる。このように具体的
な指針が⾒つからない中で、第１章第３節で触れたように、拠り所として
教師⽤指導書を使⽤した教師は多かったのではないかと推察される。これ
が理由の 1 点⽬である。 

２点⽬として、「特別の教科 道徳」の授業が、多忙な学級担任によって
なされるという点が挙げられる。韓国と⽇本の道徳教育の異同について分
析した⾞美庚らは、教員免許制度に関して「⽇本では、中学校においても
専⾨の免許は存在せず、主に学級担任が道徳の授業を⾏なうという体制」
であることに触れ、「この体制には、⽣徒の⽇常⽣活との関連が把握しやす
いという利点がある⼀⽅、教科としての専⾨性を担保することが難しいと
いう問題がある」と指摘している27。⾞が述べるように、学習指導要領上に
おいて「特別の教科 道徳」の指導は、必要に応じて校⻑や教頭、保護者や
地域住⺠などの⼿助けを得ることができるものの、原則として学級担任で
ある教師（以下、担任教師）が⾏なうこととされている28。対称的に、中学
校の学習指導要領の⽬次の「各教科」の部分で挙げられている９つの教科
29は、いずれも原則として教科担任によって授業が実施されている。これ
らを指導する場合には各教科の免許状が必要であるとされるが、「特別の
教科 道徳」においては免許状制度が整備されていないこともあり、免許状
がなくても指導することができるようになっている30。教員免許状を有し
ていることが当該教科の専⾨性を担保することに直結するかどうかには
多分に議論の余地があると考えられるものの、免許が存在する⾃⾝の担当
教科と、そうでない「特別の教科 道徳」を単純⽐較した場合、教師は免許
を有している⾃⾝の担当教科の専⾨性の⽅を重んじるであろう。 

また、中学校の学級担任は教科の指導だけでなく、当然各学級における
⽣徒指導や進路指導、その他多様な担任としての業務も抱えている。この
ような状態にある教師について森近寿利は、道徳の授業内容の幅広さと絡
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めつつ「終わりのない教材研究をおこなう時間がなく、業務の⼿前優先順
位の早い業務から⾏われ結果的に道徳は後回しになるということで、世間
的には軽んじられているとみられていたのではないかと思われる」と述べ
る31。森近がここで指摘するように、学級担任を務める教師は、⾃⾝の専⾨
教科の指導、学級指導等の重要性と⽐較した際に、道徳の優先順位を低く
⾒積もってしまう。そのため、教材研究等を含む授業準備に割くことので
きる時間が少ないのではないかと推測される。このように授業準備の時間
が限られているという点については、ほぼ全ての教科を学級担任が指導す
る⼩学校の教師も同様である。限られた授業準備時間の中で、児童⽣徒に
確実な価値の理解を促すような授業を成⽴させるためにも、多くの教師が
教師⽤指導書を活⽤しているのではないかと推測される。以上が２点⽬の
理由である。 

以上、本節では本研究においてなぜ「特別の教科 道徳」の教師⽤指導書
に着⽬するのかということについて、筆者の意図するところを述べた。簡
潔にまとめると、着⽬する理由については、教科化を通じて外⾯的・内⾯
的にさまざまな変更点が加えられたこと、並びに「特別の教科 道徳」の授
業が、多忙な学級担任によってなされること、以上の２点が「特別の教科 
道徳」の教師⽤指導書を取り上げる理由であった。次節では、この２点の
うち前者について着⽬しつつ、「特別の教科 道徳」の成⽴の経緯と、教科
化が学校現場の教師たちに与えた影響について詳細に確認していく。 

 
第２節 「特別の教科 道徳」の成⽴の経緯と教科化の影響 
 
 第１節では、本研究において「特別の教科 道徳」に着⽬した理由を述べ
た。本節では、まず、「特別の教科 道徳」がいかにして成⽴したか、また
その過程において、いかにして検定済教科書が⽤いられるようになったの
かについて、経緯を確認する。そののちに、「特別の教科 道徳」として教
科化されたこと、並びに検定済教科書の導⼊が、学校現場にどのような変
化をもたらしたかについて、２つの項に分けて確認していく。 
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第１項 「特別の教科 道徳」の成⽴の経緯 
 

まず、「特別の教科 道徳」の成⽴、並びに検定済教科書の導⼊決定、以
上の 2点についての経緯を確認する。道徳の教科化は 2000年 12⽉、教育
改⾰国⺠会議によって提出された最終報告「教育を変える 17 の提案」を
契機として俎上に載せられた32。同報告では、「学校は道徳を教えることを
ためらわない」としたうえで、体験活動の⼀環として「⼩学校に『道徳』、
中学校に『⼈間科』、⾼校に『⼈⽣科』などの教科を設け、専⾨の教師や⼈
⽣経験豊かな社会⼈が教えられるようにする」ことが提案された33。この
報告を起点に、教科化の議論は進められていった。 
2006年 10⽉には、当時の第１次安倍内閣の教育改⾰の⼀環として教育
再⽣会議が設置された34。同会議は４次にわたって報告書を提出したが、
そのうち 2007年６⽉に出された第２次報告では、「⼼と体―調和の取れた
⼈間形成を⽬指す」という観点に基づいた提⾔として「全ての⼦供たちに
⾼い規範意識を⾝につけさせる」ために「徳育を教科化し、現在の『道徳
の時間』よりも指導内容、教材を充実させる」旨が記載された35。ここで注
⽬すべきは、「教材の充実」の必要性が叫ばれたことにある。同提⾔では教
材の充実に関して、具体的に以下のようなことが記されている。 
 

教材については、多様な教科書と副教材をその機能に応じて使う。
その際、ふるさと、⽇本、世界の偉⼈伝や古典などを通じ、他者や
⾃然を尊ぶこと、芸術・⽂化・スポーツ活動を通じた感動などに⼗
分配慮したものが使⽤されるようにする。36 

 
 この記述からは、新たな道徳に関して、教科書の制作及び使⽤が念頭に
置かれたということが読み取れる。同報告では、「国は、徳育を従来の教科
とは異なる新たな教科と位置づけ、充実させる」ことが併せて提⾔されて
いる37。このことにより、「徳育」は、教育課程上においてそれまでの「道
徳の時間」のような「領域」という扱いとは異なる位置づけをすることが
求められた。この点に関して、「領域」として実施された「道徳の時間」の
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授業の際には、2002 年の『⼼のノート』や 2014年の『私たちの道徳』な
どが主要な教材として⽤いられた。これらはいずれも⽂部科学省によって
配布されたものであったが、前者は「道徳教育の充実のために活⽤される
冊⼦」38、後者は「児童⽣徒が道徳的価値について⾃ら考え、実際に⾏動で
きるようになることをねらいとして作成した道徳教育⽤教材」39というか
たちで、いずれも教科書ではないものとして位置づけられた。これらに使
⽤義務はなかったため、2014年に⽂科省が実施した「道徳教育実施状況調
査結果の概要」40からもわかるように、教科化される以前までの教師たち
は実に多様な教材を使⽤しながら道徳の授業づくりを⾏なっていた。 

しかし、教科となるにあたり、⽂部科学省の検定で合格した教科書を⽤
いる必要性が⽣じた。ゆえに、ここでいう「徳育」という教科の授業にお
いて、検定済の教科書を⽤いる必要性が浮上したのである。以上のような
かたちで、「教材の充実」という建前のもと、教科化に際して検定教科書の
制作及び使⽤が念頭に置かれたのである。 
 この検定教科書の使⽤に関する提⾔は、2013 年 12⽉に「道徳教育の充
実に関する懇親会」によって出された「今後の道徳教育の改善・充実⽅策
について(報告) 〜新しい時代を、⼈としてより良く⽣きる⼒を育てるた
めに〜」41の中でもなされている。同報告では、教育課程上に「道徳の時間
を『特別の教科 道徳』(仮称)として位置付け」るとともに、「『特別の教科 
道徳』(仮称)の主たる教材として、検定教科書を⽤いることが適当と考え
る」という⾒解が⽰された42。この報告により、新たな道徳を教育課程上に
どのように位置付けるかに関して、⼀つの案が提⽰された。また、教材と
して専⽤の教科書を⽤いることが必要であるという意⾒表明がなされた
のである。その結果、この報告に後押しされるかたちで 2014年 10⽉に中
央教育審議会より「道徳に係る教育課程の改善等について（答申）」が出さ
れた43。その中においても、「学校教育法施⾏規則において、新たに『特別
の教科』(仮称)という枠組みを設け、道徳の時間を『特別の教科 道徳」(仮
称)として位置付ける』ことが促される44とともに、「中⼼となる教材とし
て、検定教科書を導⼊することが適当である」という⾒解が⽰された45。そ
の結果、2015年３⽉に学習指導要領が⼀部改正され、道徳が正式に「特別
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の教科」として教育課程上に位置づけられ、それに伴って検定済教科書が
⽤いられるようになったのである。 
 以上のような経緯で、道徳の教科化、及び検定済教科書の導⼊の決定が
なされたのである。では、このように教科化された道徳は、現場の教師た
ちにどのような影響を与えるものだったのだろうか。以下では、このよう
な問いについて、まず、教科化以前の「道徳の時間」に⾒られた課題につ
いて確認する。そのうえで、教科化が現場の教師たちにどのような影響を
及ぼしたかについて確認していく。 
 
第２項 教科化以前の「道徳の時間」に⾒られた課題 
 
 2015年３⽉、学習指導要領が⼀部改正されたのと同時期に、⽂部科学省
は「道徳教育の抜本的改善・充実」という⽂書を出し、教科化される以前
の「道徳の時間」は「各教科等に⽐べて軽視されがち」なものであったと
指摘した46。また、同⽂書は、「道徳の時間の課題例」として、具体的な指
導上の問題として、以下の２点を挙げている。 
 １点⽬は、「道徳の時間」の授業において「読み物の登場⼈物の⼼情理解
のみに偏った形式的な指導」がなされていることである47。これはすなわ
ち、児童⽣徒に読み物資料中の登場⼈物の⼼情を把握させることに終始す
るような授業がなされてしまっていることを差している。このような指導
がなされる授業では、⼤きくわけて以下の２つの問題が発⽣する。 
 
（１）児童⽣徒が⾮現実的な状況が描かれた読み物資料の中でのみ思考す

ることとなる点 
 
 従前、⽂部科学省が配布してきた『⼼のノート』ないし『私たちの道徳』
には、多種多様な内容の読み物資料が掲載されてきた。しかし、それらの
資料に共通する点として、登場⼈物があまり⾃⼰主張をせず、苦境や困難
にあっても不平をいわない⼈間、⾃分のやましい⼼を⾒つめて⾃分⾃⾝を
責める⼈間が、好んで描かれる48という点が⾒られる。 
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道徳の授業で扱う読み物資料では、登場⼈物が何らかの困難に直⾯した
り、それを受けて葛藤したりするような場⾯が描かれる。このような場⾯
で、登場⼈物たちは、⾃らの⾔動、態度のどのような点に問題があったの
かをすすんで反省し、克⼰⼼をもって⾃らを律することができる。このよ
うな、いわゆる「いい⼈」が登場⼈物として描かれがちな傾向がある。 
 しかし、鈴⽊明雄が「⼈は⽣きていく上で、簡単には判断できない価値
や、⼀般的に判断できることも⼈間として判断したり⾏動したりする存在」
であり、「⾃分が考える理想的な⾏動と異なるマイナス実践となってしま
う⼈間の⾃然性による判断も起きうる」と述べている49ように、実社会に
おいて、さまざまな物事を判断するうえで道徳的に理想とされる判断や⾔
動ばかりをとり続けることのできる⼈物はそういない。時には⾃らの感
情・欲望におされて⾮道徳的な⾏為をとってしまうような弱さも持ち合わ
せている。そのため、⼈間的な現実を反映させていない読み物資料の登場
⼈物の⼼情の追求に終始するような授業では、実社会の現実に即した思考
をすることができないのである。柳沼良太は、このような授業における児
童⽣徒は「道徳資料から道徳的価値を受け取ったり⽇常⽣活で道徳的実践
をしたりするためではなく、傍観者あるいは第三者として資料をネタとし
て気楽に読んで、適当にコメント（消費）して授業をやり過ごす」と述べ
る50。このような授業では、児童⽣徒の道徳的価値に関わる理解は深まら
ない。以上のような問題が存在する。 
  
（２）国語科の授業との峻別が不可能になってしまうという点 
⽯丸憲⼀は、道徳の資料の多くは「伝記⾵だったり出来事を物語⾵に書

いてあったりと⽂学的⽂章を対象として」おり、「道徳の時間も国語科もど
ちらも⽂学的⽂章を読むという共通する活動をしている」と指摘する51。
このように、学習の基本として資料あるいは教材を読むという点において、
道徳及び国語の授業は通底しているのである。このような共通点をもつ道
徳及び国語の区別については「領域」としての「道徳の時間」が設置され
た 1958年から議論がなされ52、さまざまな⽴場から意⾒が表明された。そ
のうちの論者の⼀⼈である⾼橋喜代治は、道徳の授業において登場⼈物の
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⼼情や気持ちの追求をするという学習⽅法が、国語の⽂学作品の読みの学
習と混同されやすいと述べた53うえで、２つの違いを以下のように明⽰し
た。 
 
    道徳が教師が設定した道徳的価値に基づき、登場⼈物の⼼情、気

持ちそのものへの共感を求めているのに対して、⼼情、気持ちを読
み取ることで国語は⾔語の⼒の獲得を⽬指している。54 

 
 ここで⾼橋が⽰すように、道徳の授業において、資料を読む中で登場⼈
物の⼼情を追求するという⾏為は、あくまで児童⽣徒に「登場⼈物の⼼情、
気持ちそのものへの共感」をさせるための⾏為である。つまり、児童⽣徒
にねらいとする道徳的価値を理解させるための⼀⼿段に過ぎないのであ
る。⼀⽅で、国語において、教材を読む中で登場⼈物の⼼情を追求すると
いう⾏為は、⾔語の⼒の獲得に直結するのである。故に、登場⼈物の⼼情
の読み取りを⾏なうことそのものが授業の⽬的となりうるのである。 

道徳的価値の理解を図るための⼿段は複数存在するため、⼼情を追求す
ることのみに指導⽅法を限定する必要性は皆無である。むしろ、児童⽣徒
が現実的な思考のもとに道徳的価値を理解したり、⾃⾝の経験や価値観と
⽐べながら道徳的価値について思考したりすることを阻害してしまうこ
とに繋がりうる危険な⾏為であるともいえる。しかし、上記のような区別
の認識がもたれぬままに、⼼情の追求を偏重した道徳の授業がなされた場
合、⼿段と⽬的の倒錯が起こってしまう。その結果、国語と区別がつかな
い状態に陥り、⾄上⽬的である道徳的価値の理解が不⼗分にしかなされな
い授業が⽣じてしまうのである。このような問題も存在するのである。以
上、児童⽣徒が現実的ではない読み物資料をもとに思考せねばならないこ
と、また国語の時間との峻別が不可能になってしまうということから、登
場⼈物の⼼情把握に終始した授業は問題を含んでいるといえる。 

２点⽬は「道徳の時間」の授業において、「発達の段階などを⼗分に踏ま
えず、児童⽣徒に望ましいと思われる分かりきったことを⾔わせたり書か
せたりする授業」が実施されていることである55。⼋千代市教育センター
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が市内の⼩中学校で実施した道徳教育に関する意識と実態についてのア
ンケート調査によれば、学年を重ねるにつれて「道徳の時間」そのものを
好きではないと答える児童⽣徒の数は増加するという56。 

このように、発達がすすむにつれて児童⽣徒の道徳の授業の受けとめが
悪くなることについては複雑な理由が想定されるが、その⼀つに、発達が
すすむにつれて、児童⽣徒が新たな道徳的価値を学ぶ場⾯に遭遇する機会
が減少することが挙げられるだろう。上記の⼋千代市教育センターの調査
では、「道徳の時間に友達の考えを聞いて『はっ』としたり『なるほど』と
思ったりしたことがありますか。」という質問項⽬において、⾼学年になる
につれて「思う」、「どちらかといえば思う」と回答した⽣徒が減少する傾
向にあるということも指摘されている。 

この結果から、他者の意⾒を聞く中で道徳的価値に関わる新たな気づき
を得ることが、⾼学年になるほど少なくなるということが読み取れる。学
校の道徳教育が、教育の中核として学校のあらゆる教育活動を通じて⾏わ
れるべきものとされてきた57ように、児童⽣徒もまた学校⽣活の様々な場
⾯を通じて、道徳的価値を学びとっていることが想定される。また、学校
教育の中にとどまらず、家庭教育として保護者やその他家族の振る舞い等
から道徳的価値を学び取る場合もあるということが想像できる。このよう
に、すでに道徳的価値に表⾯的にでも触れている児童⽣徒からすれば、教
師が道徳の授業の中で⾔ってほしいこと、記述してほしいことを先回りし
て予想したうえで、教師が求めているであろう回答、記述をすることは容
易なことであると想定される。ゆえに、このような授業においては、児童
⽣徒に新たに道徳的価値を理解させたり、すでにもっている道徳的価値の
理解や思考を深めさせたりすることはできない。そのため、児童⽣徒は道
徳の授業そのものに興味をもつことができず、道徳的実践に繋げていくこ
とができなくなってしまう。以上のような問題が存在する。 
 ここまで、教科化以前の「道徳の時間」の授業に⾒られた質的な課題に
ついて確認してきた。次項では、道徳が教科化されたことにより、どのよ
うな変化が学校現場にもたらされたのかについてみていく。 
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第３項 教科化が学校現場にもたらした変化 
 

本節第１項においても少し触れたが、「特別の教科 道徳」が実施される
に際して現場にもたらされた最も⼤きな変化の⼀つに、検定済教科書の使
⽤の義務化がある。本項では、検定済教科書が現場に導⼊されたことに着
⽬し、どのような変化が学校現場にもたらされたのかについてみていく。 
紅林伸幸らが実施した調査において、⼩学校では 6割、中学校でも 4割

の教師が「道徳に教科書ができるのはありがたい」という項⽬に好意的な
回答をしたことが明らかになっている58。この調査の結果が⽰しているよ
うに、検定済教科書の導⼊は、現場の教師たちに好意的に受容されている
部分もある。 

しかし、検定済教科書の導⼊が教育現場にもたらすのは必ずしも良い影
響だけであるとは限らない。そのことによる弊害も存在する。その⼀つが、
教師の教材選択の⾃由度が狭まったということである。 

⽂部科学省が 2014 年に実施した「道徳教育実施状況調査結果の概要」
によれば、教科化以前の教師たちは、『⼼のノート』等の国や地⽅⾃治体が
制作した読み物資料の他にも、⾃作の読み物資料や新聞記事、書籍・雑誌
など、多様な教材を道徳の授業で⽤いていた59。この調査からもわかるよ
うに、教育課程上で「領域」として位置付けられていた教科化以前の道徳
の授業では、教材を⾃由に選択する権利がある程度教師たちに認められて
いたのである。 
無論、そのような時期においても『⼼のノート』や『私たちの道徳』な

ど、⽂部科学省が配布した教材は多くの教師たちに⽤いられていた。ただ
し、先にも確認したように、それらは教科書ではなく、あくまで補助教材
という扱いであり、使⽤義務があるわけではなかった。そのため、教師た
ちは学習指導要領を踏まえたうえで、それらの他に⾃作の教材や市販の書
籍や雑誌等の読み物資料を⽤いることが可能だったのである。しかし、先
にも確認したように、教育課程上に新たに「特別の教科」として位置づけ
られたことにより、教科化された後の道徳の授業では、検定済教科書の使
⽤が必須となった。このことにより、道徳の授業において教師たちが教材
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を選択する⾃由度が減少したのである。この教師たちの教材選択の⾃由に
ついて、北⽥佳⼦は以下のように述べている。 
 

教師にとって、教科書や教材を⾃由に選定できるということは、
単に授業づくりに⼤きく影響するだけでなく、教師の専⾨性や⾃律
性においてきわめて重要な意味をもつ。なぜなら、教師にとって、
ただ上から与えられた既存の教材を受動的に使⽤するのではなく、
⾃⾝が担当する⼦どもたちの実態に即した資料を⾃ら選ぶという
⾏為には、⽇頃から⼦どもたちを的確に⾒取る⼒、多様な資料に精
通する情報収集⼒、資料を丁寧に吟味する教材研究の⼒、資料と⼦
どもたちとを有機的に結びつける授業をデザインする⼒など、重要
な専⾨性や⾃律性が深く関わってくるからである。60 

 
 ここで北⽥が述べていることを要約すると、所与の教材を⽤いるのでは
なく⾃ら教材を選択するという⾏為によって、教師たちは児童⽣徒を分析
する⼒や授業構想⼒等、教師として重要な専⾨性や⾃律性を養うことがで
きる。このような意味で、教材選択の⾃由は教師の専⾨性や⾃律性と深い
かかわりをもっている。以上のようになる。 

ここで北⽥が述べるように、教材を選択するという⾏為は、教師たちに
とって、単に授業計画のうえで重要となるのではなく、教師としての専⾨
性や⾃律性に関わるさまざまな⼒を涵養する、すなわち教師として成⻑す
るためのきっかけという側⾯も併せもっているのである。このようなかた
ちで専⾨性を⾼め、⾃律的に教材の選択や授業計画の構想を⾏なっていた
教師たちは、教科化に伴う教科書使⽤の義務化によって、授業で教科書を
使⽤することを余儀なくされた。このように、教材選択の幅が縮⼩したこ
とは、教科化に際して新たに評価の必要性が⽣じたこととあわせて、教師
たちを混乱させる⼀因になったと考えられる。また、専⾨性や⾃律性を教
師が⾃ら⾼めるための機会を奪う状況をつくり出したともいえる。 

もちろん、教科化後に制作された「特別の教科 道徳」の教科書には、教
科化前から広く教材として親しまれてきたような教材も数多く掲載され
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ている。しかし、教師たちに検定教科書以外の教材を柔軟に使⽤する余地
はほとんど残されておらず、また、指導計画や教材の変更にも、同僚や上
司の了解を得なければならない61ために、⾃⾝が教科化される以前に⾏な
っていた授業を再構成する必要性が⽣じた教師も少なくないと考えられ
る。 
 以上、本項では道徳の教科化に際して、学校現場にもたらされた影響を
検定済教科書の導⼊という観点から確認してきた。 

第２項、第３項の内容をまとめると、「特別の教科 道徳」では、従来の
「道徳の時間」が抱えていた課題を克服する必要性に迫られた。それらは、
具体的には（１）児童⽣徒が⾮現実的な状況が描かれた読み物資料の中で
のみ思考することとなる点、（２）国語科の授業との峻別が不可能になって
しまうという点、以上の２点であった。 

そのため、教科化に際して、内⾯的にも外⾯的にも⼤⼩さまざまな変更
が急速に施された。その中でも、とりわけ検定済教科書の導⼊は、教師た
ちの教材選択の⾃由度の幅を狭めるという問題を含んでいた。この問題は
単に、学校現場で授業を実施する教師たちに混乱をもたらしただけではな
い。教科書の読み物資料を教材として確実に使⽤する必要があること、ま
た、教科化以前と⽐べて、どのような変化を授業内で⽣じさせる必要があ
るのかが具体的に⽰されていなかったことなどから、先に記した「道徳の
時間」の２つの課題にみられた問題をよりいっそう強化してしまったので
ある。このような中で、教科化に際して、「特別の教科 道徳」の「考え、
議論する道徳」という⽬標を達成するためにも、上記の２つの問題を克服
する必要性が⾼まったのである。 

では、このような課題を克服するためには、具体的にどのような⼿⽴て
をとる必要があるだろうか。このような問いに対して、筆者は、児童⽣徒
に⾃我関与を促すことにより、上記のような課題を克服することができる
と考える。そのため、授業内で児童⽣徒に⾃我関与を促すことは、「特別の
教科 道徳」の授業を成⽴させるうえでは必須の⾏為であると考える。この
ことについては、次節で詳細に述べていく。 
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第３節 「特別の教科 道徳」の授業成⽴に不可⽋な⾃我関与 
 

前節ではまず、教科化以前の道徳教育に対してどのような批判が向けら
れたのかについて確認した。また、それを踏まえて「特別の教科 道徳」が
どのように成⽴し、そのことが学校現場においてどのような影響を及ぼし
たかについて確認してきた。 
 前節で確認したように、「特別の教科 道徳」の導⼊に際して、学校現場
は混乱を極めた。教科書の使⽤義務の発⽣に伴って教材選定の⾃由度が減
少したこと、また記述式の成績評価の必要性が新たに⽣じたこと等により、
初任教師からいわゆるベテランの教師まで、現場の教師たちはどのように
授業を実施するべきかについて頭を悩ませた。また、外⾯的な問題だけで
はなく、学習内容に関しても「⼼情追求型」の、いわゆる「読み取り道徳」
への批判を受け、それらを脱却し、国語科とのちがいを明確に提⽰する必
要性が⽣じた。さらに「児童⽣徒に望ましいと思われる分かりきったこと
を⾔わせたり書かせたりする」ような、いわゆる「忖度道徳」を回避し、
「考え、議論する道徳」への質的転換が求められるようになった。このよ
うに外⾯的・内⾯的に様々な変⾰が求められる中で、教師たちは新たに誕
⽣した「特別の教科 道徳」の授業を成⽴させるために、授業の中でどのよ
うなことを試みるべきであろうか。 

このような問いに対して、筆者は、「特別の教科 道徳」の授業を成⽴さ
せるためには授業内で児童⽣徒に⾃我関与を促すことが必須であると考
える。このようなことを論じるために、本節ではまず第１項において、本
研究における⾃我関与とはどのようなものであるかについて定義する。そ
して、第２項において、なぜ⾃我関与を促すことが「特別の教科 道徳」の
成⽴に必要不可⽋であるかについて述べる。 
 
第１項 ⾃我関与の定義 

 
本項では、筆者が「特別の教科 道徳」の授業を成⽴させるための重要な
概念であると考えている「⾃我関与」について、定義を⾏なう。  
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『縮刷版 社会学辞典』において、⾃我関与は「ひとが⼀定の事物や⼈間、
集団や組織、価値やイデオロギーなどを⾃分のもの、⾃分にかかわるもの
として考えること」であると説明されている62。この記述にあるように、⼀
般的に⾃我関与とは、対象となる事物、⼈間、価値等を⾃分に関係するも
のとして捉えるという意味で⽤いられる概念である。この⾔葉は、しばし
ば「⾃分ごととして捉える」あるいは「⾃分ごととして考える」などの⾔
葉に置き換えられることがある。「⾃我関与」、並びに「⾃分ごととして考
える」のいずれも、⼀⾒して⾃分と全く、ないしはほとんど接点がないも
のについて、あたかも⾃分に関わりがあるものとして捉えるという点にお
いて共通している。⼀般的には、これらは互換性のあるものと⾒なすこと
ができる⾔葉である。しかし、以下で⽰すように、道徳の授業の際、児童
⽣徒に促す「⾃我関与」に限定していえば、上で述べたような「⾃分ごと
として捉える・⾃分ごととして考える」という⾔葉には収まりきらない要
素が包含されていると考える。そのことについて、以下で述べていきたい。 
冨岡栄は道徳の授業における⾃我関与について、①「教材中の登場⼈物

に⾃分⾃⾝を投影させて考えること」、及び、②「ねらいとする道徳的価値
を⾃分⾃⾝との関係で捉えていくこと」の２つの意味を含む概念であると
している63。このうち①のように、読み物資料の登場⼈物を⾃我関与の対
象として捉える研究者は多い。2016 年の道徳教育に係る評価等の在り⽅
に関する専⾨家会議による「『特別の教科 道徳』の指導⽅法・評価等につ
いて（報告）」においても、「質の⾼い多様な指導⽅法」の⼀つとして「読
み物教材の登場⼈物への⾃我関与が中⼼の学習」が挙げられている64。こ
のように、道徳教育において⾃我関与を促す際、多くの場合において、そ
の対象は読み物資料の登場⼈物となるのである。 

しかし、詳細は後述するが、筆者は⾃我関与概念において、冨岡が提唱
する②の意味の重要度も⾮常に⾼いと考える。そのため、以下の部分にお
いて、富岡が提⽰した２つの意味にしたがいつつ、それぞれを詳細に説明
するかたちで⾃我関与がどのような概念であるかを定義していく。 
 
①教材中の登場⼈物に⾃分⾃⾝を投影させて考えること 
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これはすなわち、児童⽣徒が、読み物資料の特定の場⾯における登場⼈
物に⾃分⾃⾝を重ね合わせながら思考することである。⾃我関与という概
念を以上のようなかたちで解釈している研究者である伊﨑⼀夫は、⾃我関
与を「教材の登場⼈物の判断や⼼情を、児童、⽣徒⼀⼈ひとりが⾃分との
関わりで深く捉え、⾃分⾃⾝にとって切実な問題として、道徳的価値を⾃
覚すること」というかたちで、より詳細に定義している65。この伊﨑の定義
には、注⽬すべき部分が⼤きくわけて２点ある。 

１点は、登場⼈物に⾃我関与して捉えるのは「判断や⼼情」であるとい
うことである。すなわち、資料中の登場⼈物への⾃我関与を試みる際には、
その⼈物が何かしらの⾔動をとった際の⼼情や、そのように振る舞おうと
判断した理由に注⽬する必要があるということである。多くの読み物資料
の登場⼈物は、それぞれ資料中で道徳的価値にかかわるような困難や苦悩
に直⾯する。このような場⾯において、児童⽣徒は登場⼈物の判断の根拠
や⼼情のあり⽅について想像することが求められるのである。 

もう１点は、⾃我関与をするうえでは、対象となる登場⼈物の⼼情や判
断の根拠を「⾃分との関わりで深く捉え、⾃分⾃⾝にとって切実な問題と
して」考えることが必要であるということである。前節で述べたように、
資料上から読み取れる登場⼈物の⼼情を想像し、共感するのみでは、児童
⽣徒の道徳的価値の理解は深まらない。問題に直⾯している登場⼈物の⼼
情や判断の根拠を想像しながら、「⾃分が登場⼈物と同じ⽴場に置かれた
らどう感じるだろうか」、「⾃分は登場⼈物と同様の⾏動をとることができ
るだろうか」等、⾃分の⾝に迫った出来事として思考する。⽣徒はこのよ
うなかたちで⾃分ごととして思考することにより、資料で扱われている道
徳的価値について⾃分の価値観に照らし合わせながら思考を展開するこ
とができる。 

このように、道徳授業における⾃我関与の意味の⼀つは、教材中の特定
の場⾯における登場⼈物の判断や⼼情について、⾃分⾃⾝と重ね合わせつ
つ、⾃⾝にとって切実な問題として、すなわち⾃分ごととして考えること
であるといえる。 
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②ねらいとする道徳的価値を⾃分⾃⾝との関係で捉えていくこと 
ここでいう「ねらいとする道徳的価値」というのは、各授業の実施を通
じて理解が⽬指される道徳的価値のことであると解される。そのため、②
については「各授業時間の中で理解が⽬指されている道徳的価値を⾃分⾃
⾝とのかかわりの中で考えること」と換⾔できる。    
『⼩学校学習指導要領〈平成 29 年度告⽰〉解説 特別の教科 道徳編』

では、道徳科の指導を⾏なううえでの要点について、以下のように記述さ
れている。 

 
   道徳科の指導においては、児童が道徳的価値を基に⾃⼰を⾒つめる

ことができるような学習を通して、道徳性を養うことの意義について、
児童⾃らが考え、理解できるようにすることが重要である。66 

 
以上が、「特別の教科 道徳」の指導上の要点である。要するに、道徳性

を涵養する意義について児童に⾃ら考えさせ、理解させるという教科とし
ての重要な⽬的を達成するためには、まず教師が、道徳的価値を⼟台とし
て児童に⾃⼰を⾒つめさせるような学習をさせる必要があるということ
である。 

ここでの「⾃⼰を⾒つめる」とは、これまでの⾃分の経験やそのときの
感じ⽅、考え⽅と、各授業でねらいとされる道徳的価値とを照合して考え
ること、すなわち、⾃分との関わりの中で思考することを通じて、⾃分の
考えを深めることであると説明されている67。上記のように、道徳的価値
の理解を図る際、その価値に関わるような出来事を、⾃分がこれまでにど
のようなかたちで経験したか。あるいは、その際にどのようなことを感じ
たのか、考えたのか。これらを振り返ることにより、⾃分⾃⾝の経験や価
値観を再確認するかたちで⾃⼰理解を深めることができる。またこのよう
に再確認することにより、児童⼀⼈ひとりが⾃⾝の経験や価値観という、
いわば個々⼈のフィルターのようなものを通して、ねらいとされる道徳的
価値と向き合うことができるようになる。児童はこれら⼀連の過程を通じ
て、道徳的価値を⾃分ごととして捉えながら、独⾃の思考を基に道徳的価
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値の理解を深めることができるようになるのである。 
上述の過程では、ねらいとされる道徳的価値と、それに関連する⾃分の
過去の経験、ないしは経験した際の感じ⽅や考え⽅を照らし合わせて、児
童は⾃分ごととして考えている。このように、ねらいとする道徳的価値を
⾃分との関わりの中で考えることも、⾃我関与がもつ重要な意味の⼀つで
あるといえるだろう。 

 
ここまで、冨岡の定義を参照しつつ、⾃我関与が上記①、②の⼆つの意

味を含む概念であるということを確認してきた。以上の①、②において、
⾃我関与は、いずれも児童⽣徒が対象となる物事と⾃分の経験や価値観を
重ね合わせながら、⾃分ごととして考えていくことであるという点におい
て共通している。しかし、⽣徒が⾃分⾃⾝を重ね合わせる対象が、①では
読み物資料の登場⼈物の判断や⼼情であり、②では授業においてねらいと
される道徳的価値そのものであった。この点が最も⼤きな相違点であると
いえる。ただ、これら①、②は⾃我関与という概念について考えるうえで
いずれも重要な要素であると考えられる。そのため、本研究において筆者
は冨岡と同じ⽴場に⽴ち、①、②の両⽅が⾃我関与に含まれるものとする。 

以上を踏まえたうえで、本研究においては、⾃我関与とは「児童⽣徒が、
教材中の特定の場⾯における登場⼈物や、各授業において理解が⽬指され
る道徳的価値と⾃分⾃⾝の経験や価値観とを重ね合わせ、それらを⾃分ご
ととして考えること」であると定義する。 
 以上、本項では、筆者が「特別の教科 道徳」の授業を成⽴させるための
重要な概念であると考えている⾃我関与について定義した。次項では、こ
の⾃我関与が、なぜ「特別の教科 道徳」の授業を成⽴させるために重要で
あるのかについて論じていく。 
 
第２項 ⾃我関与が「特別の教科 道徳」の授業成⽴に 

不可⽋である理由 
 

本項では「特別の教科 道徳」の授業成⽴に⾃我関与を促すことが必須で
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あると考えられる理由について、以下、２つの点を挙げながら説明する。 
 まず１点⽬として、児童⽣徒に⾃我関与を促すことによって、児童⽣徒
の⽬を教科書から離れさせることができるという点が挙げられる。 

前節では、道徳の教科化に伴う質的転換として、「読み物の登場⼈物の⼼
情理解のみに偏った形式的な指導」からの脱却を図ることが、授業を実施
する教師たちに求められた。このような指導を⾏った場合、児童⽣徒が現
実的な状況を想定しながら思考を深めていくことができない。そのため、
道徳的価値の理解を深めていくことができない。以上のような状態を「特
別の教科 道徳」では回避する必要があった。以上のことを述べた。 
 上記のような状態を回避するにあたり、教師が⾃我関与を促した場合、
児童⽣徒は資料中の登場⼈物や授業でねらいとする道徳的価値と⾃分⾃
⾝の経験や価値観とを重ね合わせて思考することになる。この過程で児童
⽣徒は⾃分⾃⾝を⾒つめ直すことを通じて、⾃分なりの意⾒をもつ。この
ように、教科書から距離をおいて⾃分⾃⾝に⽬を向けることにより、登場
⼈物の⼼情の追求に終始するような授業展開となることを回避すること
ができる。 

また児童⽣徒は、⾃分⾃⾝の経験や価値観を⾒つめながら思考すること
を通して、⾃分であればどのような⾔動を取るだろうか、ということや、
⾃分は今後どのような⾔動を取るべきだろうか、というかたちで、⾃分⾃
⾝を基軸として思考を展開することができる。この中で教科書の資料の登
場⼈物の⾔動を批判的に検討しつつ、より現実に即した想定のもとに道徳
的価値の理解を深めていくことができるのである。 

また、教科書から⽬を離して⾃分⾃⾝を⾒つめることにより、現実的に
想定することは、「児童⽣徒に望ましいと思われる分かりきったことを⾔
わせたり書かせたりする授業」の防⽌に資する役割も同時に果たしている。 

前節で述べたように、児童⽣徒は普段の⽣活の中でのさまざまな経験か
ら道徳的価値を学びとっており、発達段階が進み、多くの経験を重ねる中
でその度合いは増していることが推測される。そのような児童⽣徒にとっ
ては、授業を通じてどのような道徳的価値を学ばせようとしているかを推
測することはたやすい。ゆえに、先回りして教師のねらいを予想し、「望ま
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しいと思われる」⾔動をとることで授業を消化しようとするのである。 
しかし、先に述べたことと重なるが、児童⽣徒は⾃分⾃⾝の経験や価値
観を⾒つめながら登場⼈物と⾃分を重ねたり、授業でねらいとされる道徳
的価値について思考を深めたりすることによって、現実的な想定を踏まえ
た⾃分なりの考えをもつこととなる。このような場合、道徳の授業外の⽣
活経験の中で道徳的価値を表⾯的に理解していたとしても、再度、⾃分の
経験や価値観というフィルターを通して道徳的価値について考えること
が求められる。その中では、⾃分の欲や感情を優先して⾝勝⼿な⾔動をと
ってしまったり、そのことによって周囲とうまく折り合いをつけられずに
衝突したりした経験等と照らし合わせながら、必ずしも教科書の読み物資
料の登場⼈物の道徳上理想的な⾔動をとることができない場合があると
いうことに気づくことができる。また、そのような経験を基に形成された
価値観を基に思考することを通じて、同様のことに気づくことができる場
合もある。以上のようにして、各々の児童⽣徒が⾃分なりの道徳的価値の
理解を深めていくことができるのである。 

また、上記の気づきのあり⽅は、各個⼈の過去の経験や価値観が⼀⼈ひ
とり異なるため、他の⽣徒とは⼤なり⼩なり異なる。そのため、このよう
な授業では、発問に対する⼀つの正答のようなものがなく、個々⼈が異な
る気づきを得ていくことが求められる。ゆえに、「教師が望ましいと思われ
る分かりきったこと」を児童⽣徒が先回りして予想し、教師に忖度した発
⾔や記述を重ねるような授業展開を回避することができるのである。この
ような点においても、教科書から離れて⾃分⾃⾝に⽬を向けるということ
は重要であると考えられる。 
 以上に⾒てきたように、読み物資料の登場⼈物やねらいとされる道徳的
価値に⾃我関与をさせることによって、児童⽣徒の⽬を教科書から⾃分⾃
⾝へと向けさせることができる。そして、そのことは、より現実に即した
かたちでの思考を児童⽣徒に促し、道徳的価値の理解を深化させることに
つながる。このような点において、⾃我関与を児童⽣徒に促すことは重要
であると考えられる。以上が１点⽬の理由である。 
次に２点⽬として、児童⽣徒に⾃我関与を促すことで、国語と道徳のち
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がいを明確化させることができるということが挙げられる。 
前節で、資料中の登場⼈物の⼼情把握に終始してしまうような授業は、

「特別の教科 道徳」と国語科の違いを曖昧にしてしまい、それらの峻別を
不可能にしてしまうということを述べた。「特別の教科 道徳」の授業にお
いて児童⽣徒に登場⼈物の⼼情を追求させるのは、あくまで児童⽣徒がそ
れらに共感できるようにするためであり、ねらいとする道徳的価値を⽣徒
に理解させるための⼀⼿段に過ぎなかった。しかし、これに終始してしま
うと、⾔語の⼒の獲得を⽬指す国語の授業になってしまう。以上により、
２つの教科が混同されてしまうのである。 

前節で道徳と国語における登場⼈物の⼼情の扱いの違いを指摘した⾼
橋は、⼩学校の学習指導要領の国語科の部分を分析しつつ、これら２つの
教科の違いを以下のようにも述べている。 
 

事件の発展で成り⽴つ物語・⼩説は、事件を構成する主要な要素
である登場⼈物の⼼情、気持ちの変化の読み取りが⾔語の学習とし
て不可⽋である。だが、それは「叙述を基に」想像して読むのであ
る。登場⼈物の⼼情は、「描写をとらえ」るのである。叙述や描写表
現を無視して勝⼿に想像して読めばよいのではない。国語と道徳の
⼼情、気持ちの学習の決定的な違いはここにあるといえる。68 

 
 以上で⽰されているように、国語においては、本⽂の叙述を基に描写を
捉えるかたちで登場⼈物の⼼情に迫る。つまり、あくまで本⽂の内容を忠
実におさえたうえで、そこから読み取れることを基本としながら登場⼈物
の⼼情把握をする必要がある。この場合、例えば教科書外の要素である、
児童⽣徒の経験や価値観といったものは度外視される。あくまで、本⽂の
叙述や描写表現に基づいて正確に登場⼈物の⼼情を把握することが⽬指
されるのが国語科の学習だからである。 

このような学習の場合、教師の発問に対して望ましいとされる回答が⼀
つに定まったり、回答の⽅向性がある程度偏ったりすることが予想される。
このように、国語科では、叙述に基づいて⼼情を推測するため、発問に対
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する回答は収束的になる。 
 ⼀⽅、道徳の場合はどうであろうか。⻘⽊孝頼は道徳における⼼情の読
み取りについて、国語の指導と対⽐させながら、国語は「教材に書かれて
いることを正しく読解」するのに対し、道徳は「教材に書かれていない⼼
の内⾯を⾃由に想像させる」ものであるとしている69。この⻘⽊の⾔葉か
らもわかるように、道徳では、読み物資料に表現されていない登場⼈物の
内⾯についても児童⽣徒⼀⼈ひとりの⾃由な想像⼒に委ねて考えさせる。
この際、児童⽣徒は⾃分⾃⾝の経験や価値観などから登場⼈物の⼼情を類
推する。このような段階では、ある程度⽅向性が⼀致する場合もあるもの
の、国語と異なって、読み物資料の記述内容に囚われないさまざまな考え
が認められうる。したがって、教師の発問に対する回答が⼀つに絞られた
り、⽅向性がある程度定まったりするようなことはなく、さまざまなアプ
ローチでの回答が寄せられる可能性も存在する。このように、道徳では⾃
⾝の経験や価値観等に基づいて⼼情を推測するため、発問に対する回答は
発散的になるのである。 
 ここまで、国語科との違いの中で道徳における登場⼈物の⼼情への迫り
⽅について確認してきた。これらのことを踏まえると、児童⽣徒が⼀⼈ひ
とりの経験や価値観に照らし合わせながら考えることを通じて、独⾃の考
えに基づいた多様な類推をし、⾃分なりの道徳的価値の理解を深めていく
ことが道徳においては必要である。そのためには、児童⽣徒に登場⼈物の
⼼情を読み取らせるだけでなく、そこに⾃我関与させることによって、⾃
分⾃⾝と重ね合わせながら考えさせていくことが重要であると考えられ
る。以上が、筆者が「特別の教科 道徳」において、児童⽣徒に⾃我関与が
重要であると考える２点⽬の理由である。 
 以上、筆者が「特別の教科 道徳」において、児童⽣徒に⾃我関与が重要
であると考える理由を２点述べてきた。上記の内容から、道徳の授業にお
いては⾃我関与を児童⽣徒に促すことで、「読み物の登場⼈物の⼼情理解
のみに偏った形式的な指導」や「児童⽣徒に望ましいと思われる分かりき
ったことを⾔わせたり書かせたりする授業」から脱却することが可能であ
る。前節で触れたように、教科化に際して道徳の授業の質的転換が求めら
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れているということを踏まえると、⾃我関与を児童⽣徒に促すことは、「特
別の教科 道徳」の授業を成⽴させるために必須であると考えられる。 

本節では、「特別の教科 道徳」において重要な概念である⾃我関与に着
⽬し、その定義づけを⾏ったうえで、なぜ同教科の授業成⽴に⾃我関与を
促すことが必須であるのかについて論じてきた。しかし、誰しもがすぐさ
ま⾃我関与を児童⽣徒に促すことができるのかと⾔われれば、必ずしもそ
うとは⾔い切れない。とりわけ初任教師にとっては、授業内で⾃我関与を
⽣徒に促すことは、授業の⽅向性を⾒失うようなリスクを抱える危険な⾏
為であるともいえる。このことについては、次節で論じていきたい。 

 
第４節 初任教師にとっての、児童⽣徒に⾃我関与を促す授業 
 

前節までは、「特別の教科 道徳」の成⽴の経緯、そして、その授業を実
施するうえで重要な要素となる⾃我関与について述べてきた。以下では、
教師、とりわけその中でも初任教師に焦点を当てる。そのうえで、初任教
師は、児童⽣徒に⾃我関与を促すような授業を計画・実施することは可能
であるか否かについて論じていく。 
 前節では、児童⽣徒に⾃我関与を促すことが、「特別の教科 道徳」の授
業を成⽴させる上での必須条件であるということを述べた。では、児童⽣
徒に⾃我関与を促すような授業は、どのような教師であってもできること
なのだろうか。この問いに関して結論を先に述べると、とりわけ初任教師
にとって、児童⽣徒に⾃我関与を促す授業を計画・実施することは⾮常に
難しいことであると考える。なぜならば、初任教師にとって、児童⽣徒の
ことをみて理解し、彼ら彼⼥らの反応に対してさらに対応したり、反応を
事前に予想して授業を組み⽴てたりすることは難しいことだからである。 
佐藤学は授業に関連して教師が直⾯する困難のうち、とりわけ初任教師

に特徴的なものとして、①⼦どもに対する理解・対応の経験と技術の不⾜、
②⼦どもの学習を想定して教育内容と授業を⽅法的に構成する経験と知
⾒の不⾜、③⾃⾝の授業を⾃⼰診断し改善の道を発⾒する⼒の不⾜、以上
の３つを挙げている70。これら佐藤が列挙した問題のうち、①、②は「⼦ど
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も」すなわち児童⽣徒に関する経験や知⾒、技能の不⾜によって⽣じる問
題として共通している。この佐藤の指摘からもわかるように、初任教師は
教師としての経験年数の浅さゆえに、児童⽣徒との交流の機会そのものが
複数年の教員経験を持つ教師に⽐して少ない。したがって、交流を通じて
児童⽣徒を理解すること。また、その知⾒を授業に⽣かすこと。以上の 2
点に関して経験が乏しく、それらに起因する問題に直⾯するのである。 

このようなことは、横浜市教育委員会と東京⼤学中原淳研究室の共同研
究として⾏われた【経験２年⽬教師調査】71からも明らかになっている。同
調査によれば、初任教師としての１年間を経験した教員たちの多くが、「⼦
どもの能⼒差に対応すること」や「適切な発問をして⼦どもの思考を発展
させること」に困難を感じていたという。この結果から、初任教師やそれ
に準ずる若⼿の教師たちは、⼦どもたち各々をみてその特性や思考の傾向
を理解し、それらの知⾒を、授業を実施する、あるいは事前に授業を計画
する中で効果的に活かすことが困難であるという点で苦⼼しているとい
うことがわかる。 

以上の内容から、初任教師は児童⽣徒を観察して理解する⼒、及びそれ
に対応する⼒、また児童⽣徒理解を基に授業を⽅法的に計画する⼒が、複
数年の教員経験をもつ教師に⽐して、⼗分とは⾔えない状態にあるのであ
る。 

このような実態があることを踏まえれば、初任教師が児童⽣徒に⾃我関
与を促すことは難しいと考えられる。なぜならば、上記のような困難を抱
える初任教師たちにとって、児童⽣徒⾃⾝の多様な経験を基に思考を発展
させる⾏為である⾃我関与の促進は、授業の⽅向性を予測不可能なものに
してしまうからである。 
吉崎静夫は初任教師の多くに共通して⾒られる授業実施の特徴につい

て、以下のように分析している。 
 
〔１学期〕授業を計画した通りに進めたい気持ちが強いために、ど

うしても教師主導型の授業になりがちである。そのために、質問を多
くしたり、予想外の反応を⽰す⼦を避ける傾向がある。そこには、⼦
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どもの反応が予想できないことに対する不安がある72。 
 
この吉崎の分析からは、初任教師が⾃⾝の事前の授業計画に固執し、教

師主導のもとに授業を進めようとする傾向があるということや、それゆえ
に⼦どもの予測不可能な反応に対して不安を⽰し、それを回避しようとす
る傾向にあるということ、以上の 2 点が読み取れる。先に述べたように、
多くの初任教師たちは、まず⼦どもたちを理解することと、その次に対応
することに困難を感じている。このような教師たちにとって、授業者の発
⾔・発問等に対する⼦どもたちの反応を予測しつつ授業をすすめ、学習内
容を理解させることは⾮常に難しいものであることは容易に想像がつく。 

本章第３節で定義したように、⾃我関与は、読み物資料の登場⼈物ない
しは各授業においてねらいとされる道徳的価値と、児童⽣徒⾃⾝がもつ価
値観や経験とを重ね合わせる⾏為である。この児童⽣徒⾃⾝の価値観や経
験は、教師が直視して確認することができないものであり、児童⽣徒の発
⾔や態度等から⾒てとる以外に理解のしようがないものといえる。また、
児童⽣徒は⽇常の中で⾮常に多様な経験をし、そこからさまざまなことを
解釈し、理解していることが想定される。それらを踏まえたうえで児童⽣
徒が⽰す反応というのは教師の想像の及び難いものであり、教師が想定し
ていた授業の計画通りのものが得られるかどうかを事前に予想すること
は容易ではない。 
⽥中⼀弘が⼭梨県の⼩中学校教員に対して実施した質問紙調査による

と、道徳の授業の実施時に教師たちが難しいと感じていることを具体的に
問う設問項⽬において、「発問を考えること」、「考える学習、議論する学習
の⾏い⽅」に次いで、「児童⽣徒に⾃分のこととして考えさせること」の項
⽬を選択した教員が多かったという73。この「児童⽣徒に⾃分のこととし
て考えさせること」は⾃我関与の重要な要素であるが、このことが難しい
と捉える教員は⾮常に多いことが⽥中の調査からわかる。⽥中の調査に回
答した教師たちは教師としての経験年数がさまざまであり、⽐較的経験年
数の浅い教師から、いわゆるベテランと呼ばれる教師まで、多様な教師が
含まれている。このような経験年数差の幅が広い教師たちの多くが「児童
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⽣徒に⾃分のこととして考えさせること」は難しいと捉えているという事
実からも、経験の浅い初任教師は、⾃我関与を児童⽣徒に促すことを難し
いことであると捉えていることが予想される。 

以上の内容から、初任教師にとってみれば、児童⽣徒に⾃我関与を促す
ような授業を計画及び実施することは難しいことであると考えられる。先
述したように、初任教師は概して予想外の反応を⽰す児童⽣徒を避ける傾
向にある。そして、「特別の教科 道徳」の授業の中で児童⽣徒に⾃我関与
を促すことは、異なる教科の授業に⽐して、予想外の反応を⽰す児童⽣徒
の数を増やしてしまう可能性が⾼い⾏為であるといえる。以上を踏まえる
と、児童⽣徒に⾃我関与を促すという⾏為は、多くの初任教師たちにとっ
て回避しがちな要素であることが予想される。 

しかし、先に述べたように、児童⽣徒に⾃我関与を促すことは、「特別の
教科 道徳」を成⽴させるうえでは⽋かせない要素である。これを避けてし
まえば、児童⽣徒に道徳的価値の理解を⼗分に促した授業が実施できてい
るとは⾔い難い。このようなジレンマを抱える初任教師たちは、どのよう
に「特別の教科 道徳」の授業を成⽴させることができるだろうか。 
 結論を急げば、筆者は、教師⽤指導書がこのような問題を解決に導くた
めの⼿がかりの⼀つになりうると考える。具体的には、児童⽣徒に⾃我関
与を促すような発問例を教師⽤指導書が提⽰することによって、初任教師
は「特別の教科 道徳」の授業の基礎的な流れのイメージを学びとることが
できると考える。このことについては説を跨いで論じていきたい。 
 
第５節 発問例に⾒る初任教師の授業成⽴を⽀援し得る 

教師⽤指導書の機能 
 
 第４節では、初任教師にとって、児童⽣徒に⾃我関与を促すような授業
を計画及び実施することは、児童⽣徒理解の観点から難しいということに
ついて述べてきた。本節では、そのことを踏まえ、「特別の教科 道徳」の
授業成⽴の必須条件である、児童⽣徒への⾃我関与を促すことについて、
教師⽤指導書がそのような授業を実施するための⽀援の⽅策となりうる
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ということを述べる。具体的には、教師⽤指導書における発問例が、初任
教師が授業の流れのイメージを獲得できるようになるための⽀援をする
役割を果たし得るということを明らかにする。 

第１章第３節において引⽤した吉崎の指摘にもあるように、初任教師の
多くは教師⽤指導書を参考に授業を計画している。また、これに関連して
吉崎は「最初のうちは、この（教師⽤：引⽤者注）指導書に掲載されてい
る学習指導案から１時間の授業の流れをイメージすることさえも難しい
ようである」としつつ、「授業を何度か実践することによって、彼（彼⼥）
らは、１時間の授業の流れをある程度までイメージできるようになる」と
述べる74。以上の内容を総合して考えると、初任教師の多くは、最初、授業
の流れに関するイメージをもつことが困難である。しかし、教師⽤指導書
を⼿がかりにした授業計画の作成や、教室での授業実践の経験を積む中で、
事前に授業の流れをイメージする⼒を向上させることができる。以上のよ
うなことがわかる。以上のことから、初任教師が授業の流れのイメージを
掴むことができるようになるためのきっかけの⼀つとして、教師⽤指導書
が⼤きな役割を果たしていると考えられる。つまり、教師⽤指導書は、初
任教師に授業の流れのイメージを獲得させるための何らかの機能を有し
ている可能性が⾼いといえる。 

では、「初任教師に授業の流れのイメージを獲得させる」機能とはどのよ
うなものであるだろうか。この点について、結論を急げば、教師⽤指導書
の発問例にそのような機能があると筆者は考える。より具体的には、発問
には、①児童⽣徒⾃⾝の思考の進展に伴って授業の流れを変える機能があ
るということ。②発問づくりを⾏なう際に仮想の⽣徒とのやりとりをする
必要性があるということ。以上の 2点において、授業の流れのイメージを
獲得するうえで重要な機能をもっていると考えられる。以下では、上記①、
②について確認していきたい。 
 まず、①について述べる。豊⽥久⻲は授業中の児童⽣徒の⼼的作⽤と教
師の発問の関係性について、育成会が編纂した『発問法』75を整理しつつ、
以下のように述べている。 
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    教師が教えようとする⽬的に向って、教材に対する分析・総合の
認識活動を⼦どもに呼び起こし、その認識活動を⼦ども⾃⾝に歩ま
せる。これが授業の中で⾏われるべき⼦どもの⼼的作⽤だ。この⼼
的作⽤を促し、⽅向づけ、組織していく教師の働きかけ、これが発
問である。76 

 
 ここで豊⽥が述べていることからは、授業は児童⽣徒⾃⾝の認識活動の
歩みという⼼的作⽤を伴いながら⾏われるべきであるということや、発問
がその⼼的作⽤の変化の促進、⽅向性の規定、組織化をすることができる
機能を具備しているということがわかる。児童⽣徒は授業の中で教材を分
析したり、分析の結果得ることができた知識をすでに習得している知識と
⽐較・統合したりするものである。しかし、それらは児童⽣徒⾃⾝が主体
となって⾏われるべきものであるというのが豊⽥の主張である。 

先述したように、「特別の教科 道徳」の授業において児童⽣徒に⾃我関
与をさせることは必須であり、そのような授業では児童⽣徒が読み物資料
中の登場⼈物やねらいとされる道徳的価値と、⾃分⾃⾝の経験や価値観を
重ね合わせる。幾度か述べたように児童⽣徒の経験や価値観は児童⽣徒に
よって異なり、それらに基づいて児童⽣徒は道徳的価値を新たに認識した
り、既得の理解を深めたりする。この過程において、「其構成に必要なる部
分を指摘して、児童に各⾃に構成せしむ、即ち児童は活動的に諸観念を分
解結合して確定したる概念を、⾃ら其意識界に構成する」ことになる77。こ
のような授業における教師は、児童⽣徒を牽引する⽴場ではなく、あくま
でファシリテーターとして認識活動を⽀える⽴場に⽴つのである。そして、
その中で発問は認識活動を促進したり、⽅向性を規定したりするための⼀
⽅策としての機能を果たすのである。そのため、あくまで児童⽣徒が主体
ではあるものの、教師の発問いかんによっては、児童⽣徒の思考の⽅向性
を転換させることを通じて授業の流れを転換させることも可能であると
考えられる。 

この点に関しては、永⽥繁雄も「⼦どものしなやかな思考を促すために
は、私たち（＝教師たち：引⽤者注）⾃⾝がしなやかな発想に⽴って、発
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問を繰り出すように努め」ることが必要であるとしたうえで、「授業に臨む
私たち（＝教師たち：引⽤者注）⾃⾝が発問のパターンを多彩に⼼得てお
くことは、場に応じて臨機応変に開ける引き出しをそれだけ多く⼿にして
いることにな」ると述べている78。ここで永⽥がいうように、教師が授業計
画段階において、柔軟な思考のもとに複数のパターンの発問を考えておく
ことで、教師は授業実施段階での児童⽣徒の⾔動への臨機応変に柔軟に対
応できるようになる。そしてそのことは、児童⽣徒が柔軟な思考をさらに
発展させていくことにつながるのである。このように、発問を起点として、
児童⽣徒は柔軟に思考し、理解を深化させていくことができる。この児童
⽣徒の思考のあり⽅次第で、その後の授業の⽅針もさまざまに変化すると
考えられる。以上のことからも、発問には、児童⽣徒の思考の⽅向転換を
図ることを通じて、授業の流れを変えるという機能があるということがわ
かる。 
 ここまでの部分で⾒てきたように、発問の多様な機能のうちの⼀つには、
⼦どもの思考の⽅向性を転換させることを通じて、授業の流れを変化させ
るというものがある。したがって、授業の各場⾯において教師が児童⽣徒
にどのような発問を投げかけるかによって、授業の流れは⼤きく異なって
くることとなる。このような機能があるために、授業計画の段階において
発問をどのように設定すべきかを考えることは、授業の流れを考えるうえ
で⾮常に重要な意味をもつ。これに関連して、豊⽥は、指導案づくりに関
して「教師は教師⾃⾝の内⾯に児童⽣徒の反応を予想する、児童的なもの
を内に働かせて、⾃問⾃答の省察を⾏なう」ことであると述べている79。以
上の豊⽥の⾔葉からは、教師は授業計画のあらゆる場⾯において児童⽣徒
の反応を予測しながら⾃問⾃答を繰り返しているということがわかる。こ
こで述べられているように、実施する授業の流れを想定する段階において、
教師は実際の授業における児童⽣徒の反応等を想定しながら、対話的に授
業を構想するのである。 

さらに、上記に関連して豊⽥は「発問を構想する」ということについて
「教師の教えたいものをどう提⽰し・発問したら、⼦どもがそれを⾃分の
問題として受けとめ、⾃分の⽅から考え・探求し発⾒しようとするように
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なるか、とまず考える」ことであるとしている80。ここで述べられているよ
うに、発問を構想する際に、教師は、児童⽣徒に学習させたい内容や、そ
の提⽰⽅法のみを検討の材料としているわけではない。児童⽣徒がどのよ
うに受容するか、ないしは、主体的に思考・探求する姿勢を育むことがで
きるか否か等、実際の授業における児童⽣徒の反応の予想も、検討材料に
含まれているのである。ここでも、先に述べたような仮想的な児童⽣徒と
の対話が⾏なわれている。すなわち、教師が児童⽣徒との対話を想定しな
がら⾏なうという点において、発問を構想することと授業の流れを想定す
ることは共通部分をもつのである。このことから、授業計画の段階におい
て教師が発問を構想することは、授業のイメージを獲得していくことにつ
ながるものと考えられる。 
 以上を総括すると、発問は授業の流れを転換する機能を有している。そ
のため、教師は授業を計画する段階において、いわば思考実験的に児童⽣
徒の反応を考えながら、実際の授業で投げかける発問を構想するのである。
つまり、実際の授業と同様の状態を想定するシミュレーションを⾏なうこ
とができ、それは授業の流れをイメージすることにつながるといえる。以
上のような機能を果たす発問は、授業そのものを成⽴させるという点にお
いても重要な役割を果たしていることが推測される。そして、すでに述べ
たように「特別の教科 道徳」においては、授業を成⽴させるうえで児童⽣
徒に⾃我関与を促すことが必要不可⽋である。以上のことを踏まえると、
「特別の教科 道徳」の授業を成⽴させるためには、教師が授業内で児童⽣
徒に⾃我関与を促すような発問を投げかけることが必要であると考えら
れる。これを踏まえ、次節ではどのような発問が「特別の教科 道徳」の授
業の中で児童⽣徒に⾃我関与を促すことのできる発問であるかについて
具体的に確認していく。 
 
第６節 児童⽣徒に⾃我関与を促すことのできる発問の具体例 
 
 前節では、教師⽤指導書における発問例が、初任教師が授業の流れのイ
メージを獲得できるようになるための⽀援をする役割を果たし得るとい
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うことを明らかにした。これを受け、本節では、具体的に⾃我関与を促す
ような発問とはどのようなものであるかについて、永⽥繁雄による発問分
類を参照しながら説明していく。 

⾃我関与を含む発問とは、具体的にどのようなものであろうか。このよ
うな問いを扱ううえで、本研究では、永⽥繁雄が提唱する発問分類を参照
する。第 2章第２節で触れたように、従前、特定の場⾯の児童⽣徒の⼼情
の様⼦を問うことに終始するような、いわゆる「⼼情追求型」の道徳が⾒
られ、教科化の過程で批判の的となった。これは、「この場⾯で〇〇さんは
どう思っただろう、どのように考えたのだろう」というかたちの、読み物
資料の登場⼈物に共感させるような発問ばかりを教師が投げかけること
によって⽣じる事態であり、そのような発問に対する答えは多くの場合に
おいて⼀つに絞られるようなものばかりであるため、「読み取り道徳」であ
るという批判も受けてきた。このようなことを踏まえると、従前の道徳に
向けられてきた批判を回避するためには、複数の発問形態を⼼得ておくこ
とが必要であると考えられる。 

これらを踏まえ、永⽥は発問をいくつかの型に分類している。この永⽥
の発問分類に関して、筆者は《分析的発問》、《投影的発問》、《⾃分を⾒つ
める発問》、以上の３つが筆者の定義した⾃我関与概念に関わる発問形態
であると考えた。以下の部分では、それぞれの発問が児童⽣徒に具体的に
どのようなことを問う発問なのか、また、どのように⾃我関与と関わって
いるのかということについて詳述する。 
 まず、《分析的発問》について扱う。永⽥は《分析的発問》について「『な
ぜ〇〇はそのように⾏動したのか』『〇〇の⾏為にはどのような意味があ
るのか』など⼈物の考えや⾏動に対してその根拠や意味など客観的な視点
から分析的に迫る問い⽅」であると説明している81。このように、《分析的
発問》とは、児童⽣徒に対して、主に読み物資料の登場⼈物の思考や⾔動
などを分析させるための発問である。これは第２章第２節で触れた、従前
批判されてきたような、特定の場⾯の登場⼈物の⼼情を尋ねることに終始
する「⼼情追求型」の道徳の授業を回避するうえで重要な発問であり、児
童⽣徒が客観的に道徳的価値の理解に迫るためには必要不可⽋な発問で
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あるといえる。後述する《⾃分を⾒つめる発問》を投げかけるためには、
その発問をする前に、児童⽣徒に道徳的価値の理解をさせておくことが必
須である。このような点で⾃我関与と⼤きく関わる発問であると考えたた
め、今回分析の対象とした。 
 次に、《投影的発問》について扱う。永⽥繁雄は《投影的発問》について
「もし⾃分が〇〇だったらどうするか、どう考えるか」など、⼈物への⾃
我関与を促しながら⾃分の気持ちや考えを明らかにする問い⽅」であると
説明している82。この説明の中にすでに表れているように、《投影的発問》
も⾃我関与にかかわる発問形態である。すでに述べたように、道徳の授業
における⾃我関与とは、⼀般的には、児童⽣徒が読み物資料の登場⼈物に
⾃分⾃⾝を重ね合わせて考えることであるとする⾒⽅が多い。もし⾃分が
登場⼈物⾃⾝だったら、ないしは登場⼈物のような⽴場だったら、どのよ
うに考えるか、あるいはどのような⾔動をとるか、と教師が尋ねる。この
ことによって、児童⽣徒は⾃⾝を登場⼈物と置き換えて考えることができ
る。このような《投影的発問》は、序章第４節における筆者の⾃我関与の
定義の、「児童⽣徒が、教材中の特定の場⾯における登場⼈物（中略）と⾃
分⾃⾝の経験や価値観とを重ね合わせ、それらを⾃分ごととして考える」
ためになされる発問であると換⾔することができるだろう。この発問が発
問例に含まれているかどうかを確かめることも、⾃我関与が促されている
かどうかを確認するうえでは重要であると考えたため、分析の要素の⼀つ
として含めた。 
最後に《⾃分を⾒つめる発問》について扱う。この発問について永⽥は

「⼦どもが⾃⼰を⾒つめ⽣き⽅についてより深く考えるために、例えば
「『これからの⽣活に⽣かせるとしたらどんなことか』『どんな⾃分になり
たいか』など、（中略：引⽤者）未来志向を問う」発問であると説明してい
る83。この発問は《分析的発問》で道徳的価値を明確に理解したり、《投影
的発問》で深く考えたりしたのち、より具体的には授業の展開部分の後半
以降において投げかけられる発問であるとされている。この発問を投げか
けることにより、児童⽣徒は、各「特別の教科 道徳」の授業で理解した学
習内容を、⾃分の今後の⽣活にどのように活かしていくべきかについて、
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道徳的価値と⽣活を結びつけながら考えることができる。序章第４節にお
ける筆者の⾃我関与の定義に従えば、「各授業において理解が⽬指される
道徳的価値と⾃分⾃⾝の経験や価値観とを重ね合わせ、それらを⾃分ごと
として考える」ためになされる発問であると換⾔することができる。 

このような特徴をもつ《⾃分を⾒つめる発問》は、児童⽣徒に「あなた
だったら、どうするのか」「あなただったらどう考えるのか」と問いかける
という点で《投影的発問》と共通部分をもっている。すなわち、ある物事
を児童⽣徒に⾃分ごととして考えさせるという点で通底しているのであ
る。しかし、これらの⼆者は、読み物資料に強く依存するか否かという点
において決定的な違いをもっている。先述したように《投影的発問》は、
読み物資料の登場⼈物に児童⽣徒⾃⾝の経験や価値観を重ね合わせて考
えさせるための発問である。これは、裏を返せば、読み物資料という教材
に強く依存した発問形態であるといえるだろう。《投影的発問》は、あくま
で教材の登場⼈物の視点に限定したうえで、それと児童⽣徒⾃⾝の視点を
置き換えて考えさせる発問である。つまり、視点を置き換える対象が読み
物資料の中に存在し、児童⽣徒はあくまで⾃分が読み物資料の登場⼈物で
あると仮定して思考する。このような《投影的発問》は読み物資料への依
存度が強い発問であるといえる。 

その⼀⽅で、各授業でねらいとされる道徳的価値そのものと児童⽣徒⾃
⾝の経験や価値観を重ね合わせて考えさせる《⾃分を⾒つめる発問》は、
現実世界の児童⽣徒⾃⾝の実⽣活に引きつけて考えさせる未来志向の発
問である。すなわち、この発問が投げかけられた際に、児童⽣徒は教材の
読み物資料から⾃⾝の実⽣活へと⽬を移す。そして過去を顧みつつ、未来
の⾃分⾃⾝のあり⽅に思考を巡らせるのである。このような意味で、読み
物資料への依存度が低い発問であるといえよう。第２章第３節で論じたよ
うに、児童⽣徒に⾃我関与を促す意義の⼀つとして、読み物資料の登場⼈
物の把握に終始する、いわば「読み取り道徳」型の授業の実施を避けると
いうことが挙げられる。《投影的発問》を投げかけることで、児童⽣徒は⾃
我関与をする対象を読み物資料の登場⼈物に絞ることができるため、⾮常
にわかりやすい。そのため、直接的な⾃我関与を促すことができるという
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点においては重要である。この点が考慮されたため、現在、「特別の教科 道
徳」の授業における⾃我関与は、⼀般的には《投影的発問》によって促さ
れるとする⾒⽅が強い。しかし、読み物資料への依存によって「読み取り
道徳」になってしまうことを回避すること、ないしは児童⽣徒の⽇常的な
⽣活の中で具体的な道徳的実践により⼀層つなげやすくすること、以上の
2点を踏まえると、２つの発問のうち、より「特別の教科 道徳」の授業に
おける⾃我関与の本質に近いのは《⾃分を⾒つめる発問》であると筆者は
考える。 

以上、《分析的発問》、《投影的発問》、《⾃分を⾒つめる発問》、以上３つ
が⾃我関与に関わる発問であるとする理由を述べ、《投影的発問》、《⾃分を
⾒つめる発問》の違いについて明⽰してきた。先に述べた内容と総合する
と、これら児童⽣徒に⾃我関与を促すための発問は「特別の教科 道徳」の
授業成⽴には必須であり、⽋くべからざるものである。しかし、初任教師
はこれらの発問を提⽰することは難しいということを踏まえ、初任教師の
多くが参照する教師⽤指導書の発問例にこれらの発問が提⽰されている
ことが予想される。具体的には、教師⽤指導書には、《分析的発問》、《投影
的発問》、《⾃分を⾒つめる発問》、以上３つのような発問を発問例に含む教
材が多く含まれていると考えられる。以上に述べた内容を本研究における
仮説とする。 

以上、本節では初任教師が「特別の教科 道徳」の授業の流れのイメージ
を掴むために教師⽤指導書の発問例が⼤きな役割を果たしているという
ことを⽰し、そのような発問例の中には児童⽣徒に⾃我関与を促すことの
できる発問が含まれている可能性が⾼いということを述べた。また、その
ような発問の具体例として、永⽥繁雄の《分析的発問》、《投影的発問》、《⾃
分を⾒つめる発問》、以上の３つを挙げて説明した。これらの内容を踏まえ、
第３章では、筆者が収集した教師⽤指導書の記述データを分析し、その結
果及びそれを踏まえた考察について論じていく。 
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第３章 

教師⽤指導書の 

記述内容の分析 
 
 
 

第２章では、主に「特別の教科 道徳」と教師、その中でもとりわけ初任
教師の授業の質について扱った。具体的には、第１節で筆者が「特別の教
科 道徳」に注⽬する理由を述べたうえで、第２節において教科化の経緯と
学校現場に与えた影響を確認した。また、第３節において、「特別の教科 道
徳」の授業成⽴には児童⽣徒に⾃我関与を促すことが必須であるという筆
者の⾒解を述べた。そのうえで、第４節ではそのような授業を⾏なうこと
が初任教師には難しいということを⽰し、第５節においてそのような初任
教師の⽀えとなり得るような機能が教師⽤指導書の発問例にあるという
ことを確認した。その結果、「特別の教科 道徳」の教師⽤指導書の発問例
の中に①《分析的発問》②《投影的発問》③《⾃分を⾒つめる発問》、以上
の３つが含まれていることで、初任教師は児童⽣徒に⾃我関与を促すこと
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ができているのではないか、という本研究における仮説を提⽰した。 
これを受けて本章では、まず、筆者が実際に⾏った教師⽤指導書の記述

内容の分析の結果を提⽰する。具体的には、第１節で記述データの収集及
び分析の⼿順を説明し、第２節で数量的なデータの提⽰とその分析の結果
を詳述する。第３節では「特別の教科 道徳」の教材を２つ取り上げ、それ
らの教師⽤指導書の発問例がどのように児童⽣徒に⾃我関与を促し、道徳
的価値の理解の深化につなげているかを具体的に⽰す。 

そして、第４節では、⾃我関与を促す授業の成⽴を⽀援する「特別の教
科 道徳」の教師⽤指導書が「教科書で教える」授業の成⽴を⽀援する役割
を果たし得るということについて述べる。そのうえで、第５節で、「教科書
で教える」授業の成⽴をどのように⽀援しているのかについて第３節で扱
った発問例４つの記述内容を再度具体的に分析する。それを踏まえたうえ
で、第６節では、第２節、第３節、第５節で扱った３つの分析の概要を⽰
しつつ、第２節の数量的な分析と第３節・第５節の具体的な内容分析の両
⾯から考察を⾏なう。そして、第７節では、発問の例⽰を通じた、初任教
師の児童⽣徒に⾃我関与を促す授業の成⽴、ひいては「教科書で教える」
授業の成⽴を⽀援するような教師⽤指導書の機能にも限界があるという
ことを、吉崎静夫の「初任教師の発達課題」に触れつつ論じていく。 

 
第１節 教師⽤指導書の記述内容の分析の⼿順 
 
 本節では、筆者が実施した教師⽤指導書の記述内容の分析について、記
述データの収集⽅法について詳述しつつ、どのようなかたちで分析を⾏な
ったかについて具体的に説明を加える。詳しくは後述するが、今回の調査
で教師⽤指導書の分析をするにあたり、筆者は発問例の数量的な分析と記
述内容の具体的な分析の両⽅を⾏なっている。それらの分析の⼿順がどの
ようなものであったかについて述べることを本節の⽬的とする。 
 今回、教師⽤指導書の分析をするにあたり、調査対象としたのは東京書
籍株式会社（以下、東書）、光村図書出版株式会社（以下、光村）、⽇本⽂
教出版株式会社（以下、⽇⽂）、以上の３社の教師⽤指導書である。これら
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３社の教師⽤指導書を調査対象としたのは、⽂部科学省の「令和３年度使
⽤教科書の需要数集計結果」による。同調査によれば、これら３社が発⾏
している「特別の教科 道徳」の教科書の採択率は、国公私⽴の⼩学校・中
学校のいずれにおいても⾼かった84。そして、第１章第１節でも述べたよ
うに、そして、多くの教師⽤指導書は、基本的に教科書や付属のノート、
教材資料や指導案データ等が内蔵されたディスク等が⼀つのセットにな
った状態で教師の⼿に渡っている。これらを総合して考えると、以上３社
の教師⽤指導書が最も使⽤されている可能性が⾼いと推測された。ゆえに、
今回の調査対象とした。 
 また、３社のいずれも中学校３学年分の教師⽤指導書を参照した。ここ
で中学校の教師⽤指導書を分析対象とした理由は、⼩学校と異なり、多く
の中学校が教科担任制を採⽤していることにある。多くの中学校では教科
担任制が採⽤され、ほとんど全ての教科において、各教科の専⾨的な知識
をもった教科担任が授業を担当する。しかし、総合的な学習の時間、特別
活動などはそれぞれの学級担任によって指導されることになっており、
「特別の教科 道徳」もその⼀つである。この点に関して、鈴⽊隆司は⾃⾝
が⼤学⽣を対象に⾏なった調査の結果を通じて、「⼩・中学校の頃の『総合
的な学習の時間』には修学旅⾏など⾏事の準備をしたり，席替えをしたり
することに時間をとられ，本来『総合的な学習の時間』で学ばれるべき内
容については充分に学ぶことができなかったと考えられる」と述べている
85。また、福島睦惠も⾃⾝の調査の結果から、中学校の道徳の時間において
鈴⽊の調査結果と同様の様⼦が⾒られたことを明らかにしている86。これ
ら鈴⽊・福島の調査結果を総合すると、中学校の総合的な学習の時間や道
徳の時間において学ばれるべき内容がきちんと学習されておらず、特別活
動と混同されてしまっている場合が存在するということがわかる。このよ
うな事態が⽣じる⼀因として、教科担任制をとる中学校の教師が、⾃⾝の
専⾨の教科以外の授業をどのように実施すべきかを⼗分に理解しておら
ず、それらの時間を多忙な中でなかなか⼗分な時間を割くことができない
学級活動ないしは学校⾏事の準備に費やしてしまうということが推察さ
れる。 
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 しかし、「特別の教科 道徳」というかたちで教科化されたことにより、
第２章第２節で述べたように、検定済の教科書を使⽤したり、全ての⽣徒
を記述評価したりすること等が求められるようになった。ゆえに、教師た
ちには、確実に授業を実施する必要性が⽣じたのである。このような中で、
どのようなかたちで新たに教科化された道徳の授業を⾏なうべきか⼾惑
い、教師⽤指導書を参照した教師は多いのではないかと考えられる。この
ような理由から、本研究において、中学校の「特別の教科 道徳」の教師⽤
指導書が分析の対象として相応しいものと考えた。 

また、序章で挙げた伊東の先⾏研究において、⼩学校の教師⽤指導書の
発問分析は⾏われていた87が、中学校の教師⽤指導書の分析は⾏われてお
らず、他の研究で分析している例も管⾒の限り⾒当たらなかった。よって、
中学校の教師⽤指導書を分析することには意義があると考えた。以上の理
由から教師⽤指導書の分析対象を中学校の３学年とした。 
 また、第１章第１節で述べたように、教師⽤指導書の中で教師が主に授
業計画の参考にするものとして、朱書編と理論編が存在するが、このうち、
多くの教師が実際に授業計画の際に確認するのは、より視覚的にわかりや
すく構成されている朱書編であると考えられる。具体的には、朱書編は各
授業における発問例やねらい、児童⽣徒への指⽰等、教師が参照したい情
報が抽出して記載されている。そのため、⼀瞥して重要な情報がわかりや
すい。その⼀⽅で、理論編においては、朱書編に記載された情報も記載さ
れているものの、教材研究の⽅法やより具体的な指導⽅法、学習指導案等
がまとまった量の⽂章で書かれている。こちらも授業計画を⽴てる際には
参照される可能性があるが、多忙を極める学校現場の教師たちの参照割合
がより⾼いのは、やはり⼀⾒して情報を簡単に得られる朱書編であるだろ
うと予想した。ゆえに、今回の調査においては朱書編の分析を⾏なった。 
 以上より、本研究においては、東書、光村、⽇⽂、以上３社が発⾏して
いる、中学校３学年の教師⽤指導書の朱書編、合計９冊を分析の対象とし
た。分析は、第２章第５節で触れた永⽥の発問分類に従い、教師⽤指導書
の発問例の中に《分析的発問》、《投影的発問》、《⾃分を⾒つめる発問》が
どれほどの数含まれているかを確認するかたちで⾏なった。結果の詳細に
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ついては次節で論じていきたい。 
 
第２節 教師⽤指導書の記述内容の数量的な分析 
 
 前節では、教師⽤指導書の記述内容の分析をどのようなかたちで⾏な
ったかについて、具体的に説明した。本節では、記述内容を数量的に分
析した結果を提⽰する。 
 前節で述べたように、本研究では東書、光村、⽇⽂、以上３社が発⾏
している中学校３学年分の「特別の教科 道徳」の教師⽤指導書、合計
９冊を対象に記述内容の数量的な分析を⾏なった。より具体的には、各
教師⽤指導書の中に《分析的発問》、《投影的発問》、《⾃分を⾒つめる発
問》を含む教材が、どれほどの数含まれているかを確認した。その結果
が以下の表１である。 
 

表１.教師⽤指導書の分析結果（筆者作成） 
（出版社名） 

（学年） 

東

書

３ 

東

書

２ 

東

書

１ 

⽇

⽂

３ 

⽇

⽂

２ 

⽇

⽂

１ 

光

村

３ 

光

村

２ 

光

村

１ 

合計 

(個) 

教材数 35 35 35 35 35 35 34 35 35 314 

総発問数 151 145 133 146 150 147 133 131 133 1269 

《分析的発問》

を含む教材数 

23 30 27 27 32 28 27 30 30 254 

《投影的発問》

を含む教材数 

5 5 7 3 0 4 2 2 8 36 

《⾃分を⾒つ

める発問》を含

む教材数 

20 28 25 30 25 30 23 22 25 228 

 
 対象とした教師⽤指導書９冊には、314 個の教材、及び 1269 個の発問
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例が掲載されていた。この 314 個の教材のうち、《分析的発問》を含む教
材は 254 個（約 80.8%）、《投影的発問》を含む教材は 36 個（約
11.4％）、《⾃分を⾒つめる発問》は 228 個（約 72.6%）であった。 
 この結果からわかるように、少なくとも全体の８割を超える教材に
《分析的発問》が、また７割を超える教材に《⾃分を⾒つめる発問》が
含まれている。このことは、第２章第６節で述べた、教師⽤指導書は、
児童⽣徒に⾃我関与を促すような発問例を含む教材を掲載しているとい
う筆者の仮説を裏付ける結果となった。 
 ⼀⽅で、読み物教材の登場⼈物への⾃我関与を促す《投影的発問》を
掲載している教材は全体の１割ほどと、筆者が着⽬した他の２つの発問
に⽐べて⾮常に少なかった。この理由としては、⼤きく分けて以下の 2
点が考えられる。 
 
１）《投影的発問》が投げかけられる場⾯ 
 第２章第５節で詳述した《投影的発問》は、読み物資料の特定の場⾯
において、問題に直⾯したり、⼼の揺れ動きが⾒られたりした登場⼈物
に⾃我関与をさせるための発問である。より具体的には、「あなたが〜〜
さんだったら、どのように⾏動するだろう」や、「あなたが〜〜さんな
ら、どうすれば良いと考えるか」などの発問を児童⽣徒に投げかけるも
のである。 

筆者が教師⽤指導書の分析の過程で確認した限りでは、読み物資料に
おいて登場⼈物が困難に直⾯したり、⼼情の動揺が⾒られたりする場⾯
は、資料全体の中盤ごろに確認されることが多かった。そのため、資料
を通読するかたちで⾏なわれる「特別の教科 道徳」の授業においても、
「投影的な発問」は授業全体の中盤である展開の部分で投げかけられる
ことが多かった。第２章第４節ですでに述べたように、初任教師の多く
は、⾃⾝の発問に対して児童⽣徒が予想外の反応を⽰すことで、授業の
⽅向性を⾒失うことに不安を抱いており、そのような危険性を回避する
傾向にある。また、児童⽣徒の多様な価値観や経験をもとに考えさせる
ことが⾃我関与の重要な要素となるが、これら価値観や経験は児童⽣徒



 60 

⼀⼈⼀⼈異なっており、それらを児童⽣徒の発⾔や態度から理解するこ
とは、児童⽣徒の交流の経験が⽐較的浅い初任教師にとっては難しい。
以上のことを総合して考えると、授業の中盤において《投影的発問》を
児童⽣徒に投げかけることは、場合によっては、児童⽣徒の予想外の反
応を引き出すリスクのある⾏為である。そのような事態が起こった場
合、初任教師は授業の⽅向性を⾒失う可能性が⾼い。《投影的発問》を投
げかけるためには、児童⽣徒の特性や思考の傾向を理解する⼒、また、
そのような理解をもとに、反応に対応する瞬発⼒が必要となる。これら
の⼒量を児童⽣徒との交流経験に乏しい教師がもつことは⾮常に難しい
ことが想定される。ゆえに、《投影的発問》を発問例に挙げる教材が少な
かったのではないかと考えられる。 

しかし、記載している教材の数が少ないからといって、《投影的発問》
が効果的な発問ではないというわけではない。単に初任教師にとって使
⽤難度が少し⾼い発問というだけであり、児童⽣徒に⾃我関与を促すう
えでは⾮常に効果的な発問である可能性がある。このことについては、
本章第６節において詳細に確認する。 
 
２）《投影的発問》の特性 
 すでに述べたように、《投影的発問》は特定の場⾯における読み物資料
の登場⼈物と、児童⽣徒の価値観や経験を重ね合わせ、考えさせるため
の発問である。このような発問に関連して、永⽥繁雄は次のようなこと
を述べている。 
 

「なりきらせる」場⾯で、主⼈公の思いを探らせたいのか、⼦ど
も⾃⾝がその⽴場に⽴ったときの⼦どもの考えや意志を話させた
いのか、明確でないまま漫然と問いかけることも⾒られる。主⼈
公のことなのか、⾃分⾃⾝のことなのか、区分けのないままに話
合いが進み、どっちつかずの授業になってしまうのである。88 
 

 ここで永⽥が述べるように、「あなたが〜〜さんだったら、どのように
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⾏動するだろう」や、「あなたが〜〜さんなら、どうすれば良いと考える
か」などと問う《投影的発問》は、場合によっては主⼈公の思いに共感
させるような発問になってしまう可能性があり、登場⼈物の視点を通じ
て児童⽣徒⾃⾝のことを考えるのではなく、登場⼈物の⼼情を追及させ
ることにつながってしまう。このような事態に陥った場合、従前批判さ
れてきた「読み取り」道徳から脱することができず、国語と同様の学習
となってしまう。それを回避するためには、登場⼈物に⾃⾝を投影させ
るものの、あくまで児童⽣徒⾃⾝の価値観や経験に沿って考えさせる、
という認識を教師が確実にもっていなければならない。しかし、何度か
述べてきたように、児童⽣徒⾃⾝の価値観や経験に沿って考えさせ、発
⾔させるということは、児童⽣徒理解を⼗分に踏まえたうえで⾏なう必
要がある⾏為であり、初任教師には難度が⾼い。故に、記載する教材の
数が少なかったものと考えられる。 
 ただし、１）で記した内容と重なるが、記載している教材の数が少な
いとはいえ、《投影的発問》は児童⽣徒に⾃我関与を促すうえでは重要な
発問である可能性がある。詳細は本章第６節で説明する。 

 
 以上、本節では、教師⽤指導書の記述内容の数量的な分析の結果につ
いて記述してきた。具体的には、《分析的発問》及び《⾃分を⾒つめる発
問》を発問例に含む教材は教師⽤指導書中に多く⾒られたものの、《投影
的発問》は少ないことを確認し、その原因を分析した。次節では、具体
的な教材を２つ取り上げ、教師⽤指導書にどのような発問例が記載され
ており、その発問例がどのようにして⽣徒に⾃我関与を促し、道徳的価
値の理解の深化につなげているかを具体的に確認する。 
 
第３節 教師⽤指導書の発問例の具体的な分析 
  

前節では、筆者が⾏なった教師⽤指導書の記述内容の数量的な分析の結
果を提⽰した。その結果、《分析的発問》及び《⾃分を⾒つめる発問》を発
問例に含む教材は教師⽤指導書中に多く⾒られたものの、《投影的発問》は
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少ないことが確認できた。また、その原因についても併せて考察した。 
本節では、上記３つの発問にかかわる教師⽤指導書の発問例が、どのよ

うにして児童⽣徒に⾃我関与を促し、道徳的価値の理解に繋げているのか
について詳細に論じていく。具体的には、第１章第１節で取り上げた光村
の『中学道徳 学習指導書③』89に教材として掲載されている読み物資料を
２つ取り上げ、それらの発問例がどのようにして児童⽣徒に⾃我関与を促
し、道徳的価値の理解の深化につなげているのかについて確認する。 

分析対象として取り上げるのは、命の選択、及び⼀票を投じることの意
味という２つの読み物資料である。命の選択は《分析的発問》及び《投影
的発問》、⼀票を投じることの意味は《分析的発問》及び《⾃分を⾒つめる
発問》の例が掲載されている教材である。これらの３種類の発問は、すで
に述べたように、いずれも⾃我関与に深く関わっていると考えられる発問
である。内容については後述するが、これらの発問の特性が顕著に表れて
いると考えられたため、以上の２つを選択した。 

ここで、命の選択という《投影的発問》の発問例を掲載している教材を
分析したことについて⽴ち⽌まって確認しておく。筆者は第２章第６節に
おいて、「特別の教科 道徳」の授業における⾃我関与の本質に近いのは《⾃
分を⾒つめる発問》であるということを述べた。また、前節に⽰した数量
的な分析の結果からは、《投影的発問》を発問例に含む教材は少なかったこ
とがすでに明らかになっている。しかし、本研究の⾃我関与概念の範囲に
含まれていることや、児童⽣徒に⾃我関与をさせるためには《投影的発問》
が有効であるという⾒⽅が多くの研究者に⽀持されていることからも、こ
のような発問を含む教材を分析した。 

以下の部分で、これら２つの教材を詳細に分析していく。 
  
１）命の選択 
 本教材は「⽣命の尊さ」という内容項⽬90に関わる読み物資料である。
『中学校学習指導要領〈平成 29年度告⽰〉解説 特別の教科 道徳編』（以
下、『解説』）には、「⽣命の尊さ」について指導する際の留意すべき点とし
て、中学⽣の時期には「⽐較的健康に毎⽇を過ごせる場合が多い」こと、
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また反対に、「⾝近な⼈の死に接したり、⼈間の⽣命の有限さやかけがえの
なさに⼼を揺り動かされたりする経験をもつこと」が少なくなるというこ
とを挙げつつ、それらが⽣命軽視の⾔動につながったり、⾃⼰の⽣命に対
する有り難みを希薄なものにすると記されている91。     

このように⼼⾝の発達がすすむ中で、⽣徒は⾃⾝の⽣命の有り難さを⾃
明視してしまい、改めてそのことについて考える機会をもたなくなってし
まう。また、⼩学校の「特別の教科 道徳」の時間や、理科や保健体育など
の他教科ですでに学んでいたり、家庭教育をはじめとする授業外のさまざ
まな場⾯で同項⽬に関わる内容に触れたりしている場合もある。このよう
な中で、⽣徒が「⽣命の尊さ」を表⾯的に理解し、真に⾃分に関わる問題
として思考したり、⽇常⽣活における道徳的な実践につなげたりすること
が難しくなると考えられる。 

このようなことが前提にあるため、第２章第２節で⽰した「読み物の登
場⼈物の⼼情理解のみに偏った形式的な指導」や「発達の段階などを⼗分
に踏まえず、児童⽣徒に望ましいと思われる分かりきったことを⾔わせた
り書かせたりする授業」が展開された場合、⽣徒の理解が表⾯上のものに
留まってしまい、「⽣命の尊さ」に関する理解は深まらない。そのため本教
材においても、⾃我関与を促すということは重要であると考えられる。 
 以上が、本教材で児童⽣徒が学習すべき内容項⽬である「社会参画、公
共の精神」の説明である。以下、命の選択について分析していく。 
 
（命の選択−１ 発問①の分析） 

本資料では、主⼈公である「僕」の祖⽗が末期がんに罹患しているとい
うところから物語が始まる。祖⽗は⾃分が最期を迎える際の延命治療の中
⽌を家族に選択させたくないということから、尊厳死を望んでいるという
旨を「僕」、並びに「僕」の⽗⺟に伝える。間も無く祖⽗の病状は悪化し、
医師は⽗⺟に対して祖⽗に⼈⼯呼吸器をつけることを提案する。このよう
な場⾯設定がなされた中で、⽣徒は「⽣命の尊さ」について考えることと
なっている。 
続く部分で、祖⽗の尊厳死を望む意思を尊重したいと思いつつ、しかし、
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症状改善の⼀縷の望みを捨てきれず、まだ⻑⽣きしてほしいという⽗⺟の
葛藤が描かれる。そして、悩んだ結果、⽗⺟は、祖⽗に⼈⼯呼吸器をつけ
るという医師の提案に同意する。このような場⾯で、「⽗⺟は、どうして祖
⽗の意思を尊重することができなかったのだろう」と、《分析的発問》であ
る発問①が投げかけられる。 

このような発問の仕⽅は、⼀⾒して祖⽗の意思を尊重することができな
かった⽗⺟に対して批判的な⽬線を向けるように、⽣徒を誘導するような
発問の仕⽅であるようにも思われる。しかし、発問①が投げかけられる直
前の部分で、葛藤する⽗⺟の姿が描かれている。したがって、この発問を
投げかけることによって、⽣徒は改めてその部分に⽴ち返り、⽗⺟の判断
を⼀概に批判できないことに気がつくことができる。それは、２つの視点
に⽴つことができるということを⽣徒が読み取れるからである。祖⽗を⼀
⼈の他者と捉える視点に⽴てば、祖⽗が選択した尊厳死は⾃⾝の⽣き⽅の
選択の⼀つであり、個⼈の意思として尊重するべきものである。しかし、
祖⽗を絶対的な他者ではなく、⾃⾝らと関わりの深い家族であると捉える
視点に⽴てば、祖⽗本⼈の意思であるといえども、簡単には尊厳死を選ぶ
ことを受け⼊れ難い。このような葛藤が⽗⺟の中に⽣じている。そして、
これら２つの視点に気づかせることにより、⽣徒に⽗⺟の選択が間違って
いるという短絡的な⾒⽅をさせるのではなく、⼆律背反的な状況の中で葛
藤している⽗⺟の⽬線に⽴たせ、同じように葛藤させることができる。こ
のように、どちらの判断が尊重されるべきなのかという正解のない問いに
ついて考えることを通じて、⽣徒は尊厳死という主題の重さを実感し、本
教材の内容項⽬である「⽣命の尊さ」についての思考を展開し、理解を深
めていくことができる。以上のような意味で、ここで《分析的発問》を投
げかけることは、⾮常に重要であると考えられる。 

 
（命の選択−２ 発問②の分析） 
物語に戻り、続く場⾯を確認していく。先に記した場⾯では葛藤する⽗
⺟に当てられていた焦点が、次は「僕」に移る。⼈⼯呼吸器をつける判断
をした⽗⺟が祖⽗に寄り添う様⼦を⾒ていた「僕」は、病院からの帰り道
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に⽗に対して「これでよかったのかな……。」と疑問を投げかける。これに
対して⽗は「わからない。」と述べたうえで「⽗さんたちはどうすればよか
ったんだろう……。」と「僕」に問いかける。このような場⾯で、「あなた
が『僕』だったら、⽗の『⽗さんたちは、どうすればよかったんだろう…
…。』というつぶやきになんと答えるだろう」と、《投影的発問》である発
問②が投げかけられる。 

このような発問がなされることによって、⽣徒は「もしも⾃分が『僕』
だったら……」と想像し、⾃分⾃⾝を資料中の「僕」に置き換えながら、
すなわち⾃我関与させながら考えることとなる。 

発問①では、あくまで⽗⺟の中に葛藤が存在することに気づかせ、同じ
ように悩ませるのみにとどまっていた。すなわち、そこで読者である⽣徒
の意⾒を表明する必要性はなかったのである。しかし、発問②においては
葛藤する⽗に対して⾔葉を返さなければならない。また、物語はこの場⾯
の直後で終了しているため、「僕」がどのような反応を⽰したのかを資料中
から読み取ることはできない。このような状況下では、⽣徒は読み物資料
を頼りに思考することはできない。つまり、この場⾯で⽣徒には、⽗⺟の
判断の是⾮について、上記の２つの価値観を⾃分⾃⾝の経験や価値観と照
らし合わせて考えること。そのうえで、賛成、反対、どちらでもない、と
いういずれかの⽴場を取ること。この２点が求められる。このように、⽣
徒が「僕」に⾃我関与することで、⾃⾝の考えをもとに「⽣命の尊さ」に
ついて思考を深めることができる。以上のような意味で、ここで《投影的
発問》を投げかけることは重要であると考えられる。 

また、この判断の是⾮を問う場⾯において、あえて「僕」の視点から考
えさせることは、⼤きく分けて以下の２つの効果を⽣んでいると考えられ
る。 
⼀つは、⽗⺟がいて祖⽗が⾼齢であるという多くの⽣徒の家族構成と⼀
致するであろう状況の中で考えさせることにより、⽗⺟の視点に⽴った時
よりも、より⾝近な問題として考えることができるということである。そ
してもう⼀つは、「僕」の視点に⽴たせて考えさせることにより、より多く
の視点からこの問題について考えさせることができるということである。
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発問①について考えることを通じて⽗⺟の葛藤に⽬を向けることにより、
⽣徒は祖⽗の視点と⽗⺟の視点、両⽅に思いを寄せることができた。ここ
で、発問②を⽣徒に投げかけることによって、⽣徒は「僕」という３つ⽬
の視点から考えることとなる。「僕」が祖⽗や⽗⺟と絶対的に異なる点とし
て、実質的に祖⽗の延命治療の是⾮の判断を下せる⽴場にないということ
が挙げられる。無論、家族の⼀員として意思表明をすることは可能である
と考えられるが、実質判断を下したのは⽗⺟であった。また、祖⽗とも異
なって、⾃分の⽣き⽅を考えているわけではないため、判断に際して意⾒
が必ず考慮されるべきものではない。このように、誤解を恐れずにいえば、
この資料中の「僕」は、⼤きな責任を負わなくて良い⽴場であるといえる。
このような⽴場で考えることができるため、⽣徒は「僕」に⾃分を重ねる
かたちで、⾃分の意⾒を⾃由に表明することができると考えられる。以上
のように、⽣徒に⾝近な問題として捉えさせること、また、⾃由に意⾒を
表明させること、これらの２つの効果が「僕」に⾃我関与することで発揮
される。このような意味でも、ここで《投影的発問》が投げかけられるこ
とは重要であると考えられる。 

 
（命の選択―３ 発問①、②の関係性についての考察） 

ここまで、本資料を⽤いて「⽣命の尊さ」という内容項⽬を扱ううえで、
《分析的発問》、《投影的発問》のそれぞれが、⽣徒にどのように⾃我関与
を促しているかを確認してきた。 

それぞれの発問が異なる形式で、登場⼈物の多様な視点の存在を⽣徒に
気づかせ、資料中の祖⽗の延命治療の問題を⾃分ごととして考えさせるこ
とに寄与していた。しかし、これらはそれぞれ独⽴した発問であるという
わけではない。発問②で「僕」の視点に⽴って考えるうえでは、発問①を
通じて、⽣徒が⽗⺟の葛藤に確実に気づくようにしておく必要がある。そ
れは、祖⽗の希望と⽗⺟の希望、２つの視点がある中で、どちらか⽚⽅が
正しいわけではないということを抑えるためである。このことによっては
じめて、⽣徒が発問②は正解のない問いであり、回答するためには⾃分な
りの意⾒をもつ必要性があるということに気付くのである。そして⽣徒は
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読み物資料から脱し、⾃分の経験や価値観と照らし合わせながら思考を組
み⽴て、⾃分なりの観点を踏まえた意⾒を持つことができることができる。 

このことが「特別の教科 道徳」においては重要であり、本教材では《分
析的発問》《投影的発問》を通じて児童⽣徒に⾃我関与が促されることで達
成されているのである。 

以上が、命の選択の分析結果である。 
 

２）⼀票を投じることの意味 
本教材は「社会参画、公共の精神」という内容項⽬に関わる読み物資料

である。『解説』において、「社会参画、公共の精神」を指導する際の留意
すべき点として、「どのように社会に参画し、どのように連帯すべきかにつ
いて、多⾯的・多⾓的に考えを深めるよう指導することが⼤切である」と
され、「この学習を通して、公共の精神を育むことが求められる」と記述さ
れている92。 

このような項⽬を指導する際の要点として、『解説』では、中学校の⼊学
まもない時期には、⼩学校の上級⽣から中学校の下級⽣になったことによ
り、学級や学校⽣活のことについて⼈任せにしがちになる⽣徒が⾒られる
と記述されている93。また、学年が上がるにつれて、社会における⼈間関係
が希薄化し、他者に対する配慮を⽋いたり、公の場で⾃⼰中⼼的な⾔動を
とってしまったりする⽣徒もいるとも述べている94。ここで記されている
ように、中学校においては学年の変化や精神的な発達に併せて、放任主義
化したり⾃⼰中⼼化したりする⽣徒の姿が⾒られることがある。このよう
な事態を防ぐためには、⽣徒⼀⼈ひとりが学校や社会の抱えている課題を
⾃分ごととして捉え、それらに関わっていく意識をもつことが必要である
と考えられる。そのためには、ねらいとなる「社会参画、公共の精神」と
いう内容項⽬について、⽣徒が実際に関わる「社会」である学校や地域の
ことと結びつけて考えさせることが重要であると考えられる。故に、本資
料を教材として⽤いるうえでも、⽣徒に⾃我関与を促しながら授業を進め
ていくことが重要であると考えられる。 

以上が、本教材で児童⽣徒が学習すべき内容項⽬である「社会参画、公
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共の精神」の説明である。以下、⼀票を投じることの意味について分析し
ていく。 
 
（⼀票を投じることの意味−１ 発問①の分析） 

本資料では、まだ 18 歳を迎えておらず、選挙権をもっていない「私」
が、⽗に連れられて⾃⾝の住む市の市議会議員選挙に赴く場⾯から物語が
始まる。選挙権をもたない「私」は、選挙に興味がもてないままに投票所
に⾜を運び、そこで有権者たちが票を投じる様⼦を⾒て、「選挙はどうして
必要なのかな」という疑問を抱く。そこで、「私」は選挙について調べるこ
とにし、図書館で本を読む。本のコラムを読むことを通じて、有権者は選
挙で議員を選ぶことにより、間接的に⾃分たちが納めている税⾦の使い道
を決めている、ということに気づく。そのことをきっかけに⾃⾝の街の市
議会議員選挙に興味を持ちはじめ、候補者たちの主張が掲載されたパンフ
レットを通読する。そして、「私」はどの候補者が⾃⾝の街の税⾦を適切に
使⽤してくれるのかを考える。このような中で「私」は「『⼀票を投じるこ
との意味』は、少しわかったような気がした」と述べつつ、「投票できるよ
うになるのが待ち遠しくなってきた。」と⼝にする。このような場⾯で、
「『私』はどうして投票できるようになるのが待ち遠しくなったのだろう」
と、《分析的発問》である発問①が投げかけられる。 

このようなかたちで発問が投げかけられることにより、読者である⽣徒
は、投票権の獲得が待ち遠しいと述べる「私」の⼼情に寄り添うこととな
る。しかし、発問中で「待ち遠しく『なった』」とされていることから、単
にこの場⾯の「私」の⼼情にのみ寄り添えばよいというわけではないとい
うことも判断できる。すなわち、資料冒頭の、投票⾏動に⼀切興味をもつ
ことができなかった状態から、発問直前の、⼀票の意味を理解し、投票権
の獲得を待ち遠しく思う場⾯までの「私」の⼼情の変化が問われている、
ということを考えなければならないと⽣徒は気づくのである。 

このことにより、⽣徒は「私」を変容させるきっかけとなった本のコラ
ムの内容に⽬を向け、選挙を通じて税⾦の使い道を選択することの重要性
を再確認する。また、併せて、どのような公共事業を計画している政治家
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を選択するべきかを考えることを通じて、どのような社会が望ましいかを
有権者の⼀⼈ひとりが考えていく必要性があるということに気がつく。以
上の２つのような状態が⽣じるのである。このような状態の中で、⽣徒は
本資料を⽤いるうえでねらいとされる「社会参画、公共の精神」について、
思考を深化させていくことができると考えられる。 
 以上の点で、この場⾯で《分析的発問》である発問①が投げかけられる
ことが重要であると考えられる。 
 
（⼀票を投じることの意味−２ 発問②の分析） 
資料に戻り、続く部分を確認する。資料の最後に「私」は「投票できる

ようになるまで、まだ三年ある。その三年間のうちに、私ができることっ
てなんだろう。」と呟く。そして、ここで「投票できるようになるまでの３
年間、あなたは、どんなことができるだろうか。」というかたちで《⾃分を
⾒つめる発問》である発問②が投げかけられる。 

このように資料の最後の場⾯で、《⾃分を⾒つめる発問》によって⽣徒⾃
⾝の今後の⽣き⽅が問われることは重要である。これは、⽣徒が単に教科
書の通読のみを通じて、社会参画の重要性を表⾯的に理解するという事態
に陥ることを防ぐためである。 
資料通読後にこのような発問が投げかけられぬままに教師が授業を終

えた場合、単に「私」の⼼情の推移の理由を資料の本⽂を根拠に読み取る
ことを第⼀とする、まるで国語科のような授業になってしまう。その結果、
⽣徒は「選挙を通じて社会に参画をすることが重要である」ということを
⾔葉上で理解するにとどまり、「どのように」参画することが求められるの
かという部分について曖昧なままに思考を⽌めてしまう。 

また、中学校３年⽣という発達段階にあることを想定すると、決して少
なくない⽣徒が、資料を読んで教師のねらいを予想しうるだけの想像⼒を
有していると推察される。このような⽣徒は、あたかも社会参画の意義を
理解したかのような振る舞いを⾒せることで、授業を適当にやり過ごすこ
とができる。そのため、授業のねらいである「社会参画、公共の精神」の
理解を深めていくことはできない。ゆえに、授業終了後に⽣徒が選挙活動
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や社会のあり⽅に興味をもったり、現実的な⾏動につなげていったりする
という、継続的な実践に結びつけていくことは難しくなると考えられる。 

このような事態を防ぐためには、教師が「あなたは」というかたちで、
⽣徒を主語にして問うことによって⽣徒の⽬を教科書から離させる必要
がある。上記のような発問を投げかけられた⽣徒は、今後の⾃分がどのよ
うな⾏動を取るべきかについて、イメージする必要性が⽣じる。その際に
は、「どんなことができるだろうか」と尋ねられていることから、抽象的な
⽬標を掲げるのではなく、具体的な⾏動実践の例を挙げることが求められ
る。したがって、⽣徒は⾃分がどのようなかたちで社会参画できるのかと
いうことについて、⾃⾝が現実的にとることができるであろう選択肢を模
索しはじめる。そして、⾃分の特性やこれまでの経験、価値観などと照ら
し合わせて、⾃分が実施可能な⾏動実践についてのイメージを持つに⾄る
のである。 

以上のように、⾃分がどのように社会に関わっていけるのかということ
について、教科書から離れて具体的に想定させる。そのことにより、⽣徒
はより現実に即したかたちで思考する。このような過程で、⽣徒は、⾝近
な社会である学校、地域などへの具体的な参画のイメージを持つことがで
きる。また、具体的・現実的に考えるという過程を経ることにより、抽象
的な⽬標を掲げた場合よりも、授業終了後の⾃主的な⾏動実践に移りやす
くなることが想定される。 

このような点で、この場⾯で《⾃分を⾒つめる発問》である発問②を投
げかけることは、重要なのである。 
 
（⼀票を投じることの意味―３ 発問①、②の関係性についての考察） 
 ここまで、本資料を⽤いて「社会参画、公共の精神」という内容項⽬を
扱ううえで、《分析的発問》、《⾃分を⾒つめる発問》のそれぞれが、⽣徒に
どのようなかたちで⾃我関与を促しているかを確認してきた。 

これらの発問も、命の選択―３の場合と同様に、それぞれが独⽴してい
るわけではない。発問①では「私」が選挙に興味を持つようになった理由
を⽣徒に探らせた。この問いに関わる部分で「私」は、選挙について調べ
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るうえで、図書館に⾜を運んで本を読んだり、候補者たちのパンフレット
を読んだりしている。つまり、⽣徒と同じように投票権をもたない者がど
のようなかたちで選挙にかかわることができるのかを例⽰しているので
ある。 

ただ、このような姿を例⽰することのみを通じて、⽣徒が具体的な⾏動
実践に繋げていくことができるかといえば、実際には困難であることが想
定される。「私」が⽰したのは理想的な姿であり、現実的にこのような⾏動
を皆がとることは難しい。そのため、発問②を通じて、「あなたには、何が
できるか」と問うことによって、「私」の⾏動について「⾃分は『私』のよ
うに⾏動できるだろうか」「『私』のようには⾏動できないが、⾃分には何
ができるだろうか」ということを⽣徒に検討させることができると考えら
れる。 

このように、発問①を通じて「社会参画、公共の精神」について道徳的
理解の深化を促すとともに、「私」の⾏動に着⽬させる。そのことによって、
発問②で「私」という批判的⼟台に基づいて、⾃分が今後、現実的にどの
ような⾏動をとることができるかを検討することができる。このように検
討する際、⽣徒は⾃分の経験や価値観に基づいて、「社会参画、公共の精神」
という内容項⽬にどのようにアプローチできるかを考えている。このよう
なかたちで、「特別の教科 道徳」において必須の要素である⾃我関与が促
されている。 

以上が⼀票を投じることの意味についての分析である。 
 以上、本節では、命の選択、及び、⼀票を投じることの意味という２つ
の教材に関して、教師⽤指導書の発問例がどのようなかたちで児童⽣徒の
⾃我関与を促しているのかということを確認した。次節では、第３章のま
とめとして、第２節、第３節を踏まえた考察を⾏なう。 
 
第４節 「教科書で教える」授業の成⽴を⽀援する教師⽤指導書 
 
 ここまで、本章では、教師⽤指導書の発問例の発問例の分析をおこなっ
てきた。本節ではそれらを踏まえ、教師⽤指導書が果たしうる役割の⼀つ
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に「教科書で教える」授業の成⽴を⽀援する側⾯があるということについ
て論じていく。 
 本章第２節で明らかになったように、「特別の教科 道徳」の教師⽤指導
書には、発問例に《分析的発問》、及び《⾃分を⾒つめる発問》を含む作品
が数多く掲載されていた。また第２章第６節や本章第３節でも詳しく⾒て
きたように、これら３つの発問は、児童⽣徒に⾃我関与を促しうる要素を
多分に含んだ発問であった。このような点から、「特別の教科 道徳」の教
師⽤指導書は、教師が児童⽣徒に⾃我関与を促すことができるような授業
を実施するに際し、それを⽀援する役割を果たし得る。また、その⽀援は
発問例の提⽰を通じて⾏われる。以上のことがわかる。 
 すでに何度か述べたように、「特別の教科 道徳」の授業を成⽴させるた
めには、授業内で児童⽣徒に⾃我関与を促すことが必要不可⽋である。し
かし、児童⽣徒に⾃我関与を促すような「特別の教科 道徳」の授業を実施
することは、さまざまな点において初任教師には難しい。ゆえに、初任教
師は教師⽤指導書の発問例を参照することを通じて、⾃我関与を促すよう
な実際の授業のイメージを獲得するのである。 
 第２章第３節で詳しく論じたように、児童⽣徒に⾃我関与を促すような
発問を投げかけることは、児童⽣徒の⽬を読み物資料から現実世界へと移
させる、すなわち児童⽣徒に教科書から離れて思考させることにつながる。
ゆえに教師は「特別の教科 道徳」の中で、まず読み物資料を⼀読し、児童
⽣徒に登場⼈物の⼼情等に共感させたり、本⽂の理解を通じてねらいとさ
れる内容項⽬を把握させたりする。そののちに、発問を投げかけることに
よって授業全体の流れを変え、教科書から離れて現実世界の⾃分⾃⾝のあ
り⽅に児童⽣徒の⽬を向けさせ、思考させる。このような指導をすること
が可能なのである。反対にこのような試みを授業の中で実施しなかった場
合、単なる登場⼈物の⼼情の読み取りに終始したり、児童⽣徒にわかりき
ったことを⾔わせたり書かせたりすることにつながり、児童⽣徒の道徳的
価値の理解が深まらない授業になってしまう。 
 これに関連する事柄として、「教科書を教える」のか「教科書で教える」
のか、という問題がある。1949年、当時の⽂部事務官であった⽊⽥宏は、



 73 

教科書検定制度の導⼊について、その基本的な枠組みや意味・今後の課題
等を教師や教育⾏政関係者、保護者等に解説した95。その際、検定制度導⼊
以降の教師の指導のあり⽅について、以下のように述べている。 
 

以前は教科書をいかに教えるかが問題であったのであるが、今度
は教科書でもって、いかに所期の教育内容を教えるかということが
教育問題の中⼼にならなければならない。教科書は⽬的ではなく⼿
段となる。96 

 
 ⽊⽥の⾔葉を要約すれば、教科書検定導⼊以降、教科書の内容そのもの
ではなく、教科書の内容を通じて、教師がねらいとするものをどのように
教えるかということが重要になるということである。このことを通じて⽊
⽥は「新教育（教科書検定制度導⼊以降の教育：引⽤者注）にあっては、
教育は、教科書を教えるのではなく、教科書で教えるのである（下線部は
引⽤者）」97と述べる。これらの⾔葉の趣旨は、国定教科書によって固定さ
れていた教育内容が、さまざまな教科書の中から選択することになったこ
とによって、中央集権的な教育から⺠主主義に基づいた教育への転換を意
図するものであったとされる98。この⾔葉を期に、⽣徒を取り巻く状況や
関⼼などに配慮しつつ、教科学習の内容に軽重をつけたり、⾝近な問題に
引きつけたりする指導が重視され、教育現場でそれぞれの⼯夫がなされる
ようになった99。このような流れで「教科書を教える」指導から「教科書で
教える」指導への転換が図られるようになったのである。 
 この「教科書を教える」指導と「教科書で教える」指導について、「特別
の教科 道徳」の指導⽅法に重ね合わせて考えると、⾃我関与を児童⽣徒に
促さず、単なる登場⼈物の⼼情の読み取りに終始するような授業は「教科
書を教える」ような指導であると⾔わざるを得ない。児童⽣徒の思考を教
科書から脱出させることができておらず、ゆえに教師がねらいとする道徳
的価値の理解を深めさせるに⾄らない授業であるといえる。このような場
合、「特別の教科 道徳」の授業が成⽴したとは⾔い難い。 
反対に、発問等を通じて児童⽣徒に⾃我関与を促すような授業は、児童
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⽣徒が読み物資料から現実の⾃分⾃⾝へと⽬を移す。そして、資料中の特
定の場⾯における登場⼈物や各授業において理解が⽬指される道徳的価
値と、⾃分⾃⾝の経験や価値観とを重ね合わせる。そしてそれらを⾃分ご
ととして考える。このような中で教師がねらいとする道徳的価値の理解を
深めることができる。このように、教科書から離れた思考を促すという点
において「教科書で教える」指導であるといえるだろう。「特別の教科 道
徳」の教師⽤指導書は、児童⽣徒に⾃我関与を促すような発問例を多くの
教材内で提⽰している。このことからは、教師⽤指導書がいわゆる教科書
の「マニュアル」であるにもかかわらず、「教科書を教える」授業ではなく、
「教科書で教える」授業の成⽴の⽀援をし得るということがわかる。 
 以上、本節では、教師⽤指導書が「教科書で教える」授業の成⽴に寄与
し得るということについて述べてきた。次節では、このことをより明確に
⽰すために、本章第３節で取り上げた４つの発問例を再度取り上げつつ、
それらがどのように「教科書で教える」授業の成⽴に寄与しているのかを
確認する。 
 
第５節 「教科書で教える」授業の成⽴を⽀援する発問例 
 
 ここまで本章では、⾃我関与を促すような発問例の例⽰を通じて、「特別
の教科 道徳」の教師⽤指導書が授業の成⽴を⽀援しているということを、
第２章では記述内容の数量的な分析、第３章では個々の発問例の内容の具
体的な分析を通じて明らかにしてきた。また、それらを踏まえたうえで、
前節では、同教科の教師⽤指導書が「教科書で教える」授業の成⽴に寄与
し得るということについて述べた。そこで、本節では、本章第３節で取り
上げた４つの発問例の記述内容を再度具体的に分析する。 

第３節では、児童⽣徒に⾃我関与を促しているという点に着⽬しながら、
発問例の記述内容の具体的な分析を⾏なった。それに対して、本節では「教
科書で教える」授業の成⽴に寄与しているという点に着⽬しながら記述内
容の分析を⾏なう。本節と第３節では重複する部分も存在する。しかし本
節では、とりわけ、教科書の本⽂から⽬を離して⾃分⾃⾝を⾒つめるとい
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うこと、そして現実に即した状況の中で思考を発展させるということ、こ
れらを児童⽣徒に促しているという点に留意しながら、教師⽤指導書の発
問例が「教科書で教える」授業の成⽴を⽀援しているということを⽰して
いきたい。 
 
（命の選択−１ 発問①の分析） 
 本発問は、祖⽗の延命治療拒否の意思に反して、⼈⼯呼吸器の使⽤を⽗
⺟が決定した後の場⾯で投げかけられる、「⽗⺟は、どうして祖⽗の意思を
尊重することができなかったのだろう」という《分析的発問》である。こ
のような発問を教師が投げかけることにより、⽣徒は、⾃⼰決定権に基づ
いた祖⽗の延命拒否の意思と、祖⽗に⻑⽣きしてほしいという家族として
の願望のどちらを優先させるべきかについて葛藤している⽗⺟に⾃我関
与することになる。ここで、⽗⺟の⼼情に共感させるだけでなく、葛藤し
ている⽗⺟そのものに⾃我関与をさせることで、⽣徒は、より複雑かつ現
実の実態に即した思考を発展させることができる。 
 現実の世界においても、この場⾯の⽗⺟のように、複雑な価値観が絡み
合っているがゆえに簡単に意思決定をすることができない場⾯が多々⾒
られる。ここで、⽣徒が⾃我関与を通じて⽗⺟と同じ⽬線に⽴ち、教科書
から読み取れる祖⽗・⽗⺟のそれぞれの考えと、教科書の外にある⽣徒
個々の経験や価値観とを照らし合わせることによって、結論を簡単に導き
出すことができないことに気がつく。このことによって、改めて「⽣命の
尊さ」とはどのようなことであるのかということについて思考を巡らせ、
⾃分なりの意⾒をもつことができるのである。 

以上のように、⾃我関与を通じて、教科書の内容のみにとどまらず現実
の実態を踏まえ、⾃分なりの意⾒をもたせることができるという点におい
て、発問①は「教科書で教える」授業を成⽴させるための⽀援をしている
発問例であるといえる。 
 
（命の選択−２ 発問②の分析） 
 本発問は、発問①の場⾯の後、「僕」と⽗親の会話の場⾯で投げかけられ
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る、「あなたが『僕』だったら、⽗の『⽗さんたちはどうすればよかったん
だろう……。』というつぶやきになんと答えるだろう」という《投影的発問》
であった。 
 このような発問を教師が投げかけることにより、⽣徒は主⼈公である
「僕」の視点に⽴って考えることとなる。発問①で葛藤する⽗⺟に⾃我関
与したことにより、⽣徒は祖⽗の⾃⼰決定意思と、家族として祖⽗の延命
を願う思いの両⽅の視点に気づくことができる。この両者の⽬線に気づい
たうえで、より⾃⾝に近い⽴場である「僕」に⾃我関与することにより、
多様な⽴場から「命の尊さ」について考えることができる。そして、第３
節でも⾔及したように、「僕」がこの場⾯で⼤きな責任を負わなくても良い
⽴場であることから、⾃分の経験や価値観に基づいた意⾒を、「僕」の⾔葉
として⾃由に発することができる。 

ここで、単に読み物資料の中の主⼈公の「僕」の複雑な⼼情に共感する
ことではなく、「あなたなら」と問われることによって、⽣徒は教科書の外
にある⾃分⾃⾝の過去の経験やそれを通じて培った価値観に⽬を移す。例
えば、過去に⾝近な親族の死に直⾯した⽣徒は、その時の⾃⾝や周囲の家
族の⼼情を踏まえたうえで、改めて「僕」として考えることができる。ま
た、逆にそのような場⾯に⽴ち会った経験のない⽣徒であっても、「あなた
なら」と問われることで、できるだけ資料中の状況を踏まえつつ、⾃分な
りの意⾒をもつことができる。このように、本発問を通じて⾃我関与が促
されることにより、⾃分⾃⾝の経験を振り返り、それを踏まえたうえで教
科書の「僕」の⽴場で思考することによって、現実に即した⾃分なりの意
⾒をもつことができる。このことが道徳的価値の理解の深化につながるの
である。この点において、本発問は「教科書で教える」授業の成⽴を⽀援
しているといえる。 

 
（⼀票を投じることの意味−１ 発問①の分析） 
 本発問は、選挙に興味をもっていなかった主⼈公の「私」が、市議会議
員選挙に興味をもち、それにかかわる様々な情報を得た後の場⾯で投げか
けられる、「『私』はどうして投票できるようになるのが待ち遠しくなった
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のだろう」という《分析的発問》であった。 
 第３章でも触れたように、この場⾯では選挙に全く興味をもっていなか
った「私」の⼼情の変化の理由が問われている。その理由を探るために「私」
が参照した本のコラムの内容へと⽬を向けると、投票⾏動に参加して政治
家を選ぶという社会参画活動の重要性から気づきを得ているということ
がわかる。このようなことを踏まえて先の《分析的発問》を教師が投げか
けることによって、⽣徒に主⼈公である「私」への⾃我関与が促される。
ここで⾃我関与が促されることにより、⽣徒は「私」の気づきを追体験す
ることを通じて、「社会参画、公共の精神」とは何かということについて考
えるきっかけを得る。 
 また、続く場⾯で、「私」は「どのような公約が実現したら嬉しいだろう」
「私たちが住む市全体にとって、どんなことが公平な税⾦の使い⽅になる
のだろう」という疑問をもつ。このような疑問を抱いている「私」に⾃我
関与をすることで、⽣徒⾃⾝が同様の疑問について考えることにつながる。
そこで⽣徒は、⾃⾝が暮らしている地域社会をより良くするためにどのよ
うなことが必要であるのかということに思考を巡らせる。このように、教
科書の内容から離れ、⾃⾝の住む街や地域のあり⽅に⽬を向けることによ
って、より⾃⾝にとって⾝近な⽅法でねらいとされる内容項⽬についての
理解を深めることができるのである。 
 以上のように、「私」へ⾃我関与しながら⼼情の変化を追う中で、気づき
を追体験し、同様の疑問について考えることによって、⽣徒が⾃⾝の暮ら
す地域のあり⽅について考えることができる。このように、教科書から離
れた思考を促している点において、本発問も「教科書で教える」授業の成
⽴を⽀援しているといえる。 
 
（⼀票を投じることの意味−２ 発問②の分析） 
 本発問は、発問①の直後に投げかけられる、「投票できるようになるまで
の３年間、あなたは、どんなことができるだろうか」という《⾃分を⾒つ
める発問》である。 
 この場⾯で単に「私」の⼼情を把握し共感するだけでは教科書の内容か
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ら脱しきることができず、本教材を単なる読み物資料として消化してしま
う可能性がある。そもそも、社会科をはじめとする他の教科においても選
挙参加など社会参画の重要性を学んでいると考えられるため、⽣徒は「社
会参画、公共の精神」というねらいに含まれている内容を表⾯的に理解し
ている場合がある。このような点を考慮すると、本教材を読み物として通
読しただけでは、⽣徒が新たな気づきを得ることは難しい。ゆえに、改め
て選挙活動や社会参画に興味をもたせることは難しく、その後の実践的な
⾏動に結びつけていきづらい。 

そこで、この場⾯で「あなたは、どんなことができるだろうか」と問う
ことによって、発問①で「私」に⾃我関与した⽣徒は、発問②を通じて教
科書から⼀度離れ、今後の⾃分のあり⽅に⽬を向けるようになる。その過
程で、先にも述べたように、発問①で⽰された具体的な実践⾏動の例を踏
まえ、⾃分には何ができるのかということを考えることを通じて、未来の
⾃分を現実的かつ具体的に考えることができるようになる。このような中
で、本資料を通じた学習で理解が⽬指されている「社会参画、公共の精神」
というねらいに対して、⽣徒が⾃我関与し、⾃分の今後について考えるよ
うになる。このような場合、「私」の⼼情の把握と共感にとどまる授業の場
合に⽐して、ねらいに関して⾃分の価値観や実社会の事情という現実的な
要素を踏まえながら、ねらいとされる内容項⽬への理解を深めることがで
きる。また同時に、⽣徒が授業後の具体的な実践⾏動につなげることが容
易になるという利点もある。 
 以上のように、ねらいとする道徳的価値である内容項⽬への⾃我関与を
通じて、教科書から⾃分⾃⾝の今後のあり⽅に⽬を移させるという点にお
いて、本発問は「教科書で教える」授業の成⽴を⽀援しているといえる。 

以上、本節では具体的な発問例を取り上げつつ、教師⽤指導書が発問の
例⽰を通じて「教科書で教える」授業の成⽴を⽀援しているということを
確認してきた。次節では、本節の内容、並びに、本章第２節、第３節の分
析について、概要を⽰しつつ、第２節の数量的な分析と第３節・第５節の
具体的な分析の両⾯から、考察を述べる。 
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第６節 教師⽤指導書の分析のまとめ 
  

ここまで、第２節では教師⽤指導書の発問例の数量的な分析を⾏なった。
また、第３節では児童⽣徒に⾃我関与を促しているという点に、第５節で
は「教科書で教える」授業の成⽴を⽀援しているという点にそれぞれ着⽬
しながら発問例の具体的な分析を通じて、個々の発問の具体的な意義につ
いて確認してきた。本節では、本研究で⾏なった３つの分析の概要を確認
しつつ、第２節の数量的な分析と第３節・第５節の具体的な分析の両⾯か
ら、考察を述べる。 
 第２節では、３社の教科書会社が発⾏している９冊の教師⽤指導書の中
に《分析的発問》、《投影的発問》、《⾃分を⾒つめる発問》を含む教材が、
どれほど含まれているかを数量的に分析した。その結果を端的に⽰すと、
《分析的発問》、《⾃分を⾒つめる発問》を含む教材の数は多く⾒られた。
その⼀⽅で、《投影的発問》の数はわずかであった。以上が第２節の分析の
概要である。 
 第３節では、命の選択、及び⼀票を投じることの意味という教材を取り
上げ、それらに掲載されている《分析的発問》、《投影的発問》、《⾃分を⾒
つめる発問》の３つの発問例が児童⽣徒への⾃我関与をどのように促して
いるのかについて具体的に分析した。 

その結果として、命の選択では、《分析的発問》は、⽣徒を複数の視点に
⽴たせて⽗⺟の葛藤に気づかせることに寄与していた。また、《投影的発
問》は、⾃分の経験や価値観と照らし合わせつつ、「⽣命の尊さ」という主
題や尊厳死について独⾃の意⾒をもつことを⽣徒個々に促していた。 

また、⼀票を投じることの意味では、《分析的発問》は、選挙活動をはじ
めとする社会参画に興味を抱くようになった「私」への⾃我関与を通じて、
現在投票権をもたない者がどのように選挙・社会参画にかかわることがで
きるのかを⽣徒に気づかせることに寄与していた。また、《⾃分を⾒つめる
発問》は、「私」を批判的な⼟台としつつ、ねらいとされる「社会参画、公
共の精神」に⾃我関与させる中で、⾃分の経験や価値観を踏まえて現実的
に思考し、今後の⾃分がどのように社会参画していくべきかについて具体
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的なイメージをもつことを⽣徒に促していた。以上が第３節の分析の概要
である。 

第５節では、第３節で取り上げた２つの教材に掲載されている４つの発
問を「教科書で教える」授業の⽀援という観点から再度具体的に分析した。   

その結果として、命の選択では、《分析的発問》、《投影的発問》によって
⽣徒が教科書の内容から⾃分⾃⾝の経験や価値観に⽬を移したうえで、独
⾃の意⾒をもつことが促されていた。また、⼀票を投じることの意味にお
いても、《分析的発問》、《⾃分を⾒つめる発問》を通じて、教科書の内容か
ら⾃分の暮らす地域社会のあり⽅へと⽬を移し、⾃分⾃⾝の経験や価値観
を踏まえ、どのように地域社会に関わることができるかを具体的かつ現実
的に考えることが⽣徒に促されていた。以上が第５節の分析の概要である。 

ここまで、第２節、第３節、第５節の分析の概要を記してきた。以下で
は、第２節の数量的分析と第３節・第５節の記述内容の分析の両⾯から、
考察を述べる。 

第２節の数量的な分析から、《分析的発問》、《⾃分を⾒つめる発問》の発
問例は、教師⽤指導書に多く掲載されていたことがわかった。その⼀⽅で、
《投影的発問》を掲載する教材数は多くないということが明らかになった。 

先に述べたように、《投影的発問》は、教科書への依存度が《⾃分を⾒つ
める発問》よりも⾼いこと、また、授業の終盤に⽤いられることが多く、
さらに児童⽣徒理解を⼗分に踏まえて投げかける必要がある発問である
ため、初任教師にとっては使⽤難度が⾼いなどの特性も⾒られる発問とい
う側⾯が⾒られる。ゆえに、教師⽤指導書の中での掲載数が限られた可能
性はある。 

しかし、《投影的発問》が投げかけられることによっても、児童⽣徒は読
み物資料の登場⼈物やねらいとされる内容項⽬に⾃我関与していく中で、
⾃分⾃⾝の経験や価値観を⾒つめたり、そのことを通じて現実に即した思
考を展開させたりしながら、それらを⾃分ごととして考えることができる。
また、そのような過程を踏まえて、道徳的価値への理解を深化させること
ができる。このような点において、《投影的発問》は他の２つの発問と共通
しており、児童⽣徒に⾃我関与を促す発問としての重要度は同程度である
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といえる。 
さらにいえば、このように、数こそ多くないものの、《⾃分を⾒つめる発

問》よりも使⽤難度の⾼い《投影的発問》があえて教師⽤指導書に掲載さ
れることで、初任教師が、より⾼度な授業計画に挑むきっかけをつくるこ
とができる。そして、このような授業計画を構想・実施することで、初任
教師は新たな型の発問のつくり⽅を習得したり、児童⽣徒の不規則な反応
を事前に想定しておく経験を積んだりすることができる可能性が⾼い。そ
して、そのことは初任教師がよりいっそう現実的な「特別の教科 道徳」の
授業の流れのイメージを掴むことにつながっていくのである。 

また、《投影的発問》が投げかけられることで、児童⽣徒は教科書から⼀
度⽬を離し、教科書で扱われている内容を、⾃分⾃⾝にかかわる⾝近な問
題として捉えることができる。このことにより、正解のない問いに対して
⾃分なりの意⾒を⾃由に考え、表明したり、今後の⾃分がどのようにふる
まっていくべきかについて具体的にイメージしたりすることができる。 

以上のように、教科書の内容把握や登場⼈物の⼼情理解にとどまらず、
登場⼈物が直⾯した問題やねらいとされる内容項⽬に⾃我関与しながら、
具体的かつ現実的に考えさせる。そうして、児童⽣徒の道徳的価値の理解
の深化を図ることができる。このような点においても、《投影的発問》は他
の２つの発問と共通している。ゆえに「教科書で教える」授業の成⽴を⽀
援する発問としての重要度も同程度であるといえる。 

ここまで、３つの分析の概要を⽰し、第２節の数量的な分析と第３節・
第５節の、記述内容の具体的な分析の両⾯から考察を述べてきた。 

以下、本節の内容をまとめる。教師⽤指導書に多数例⽰されている《分
析的発問》、《⾃分を⾒つめる発問》、及び例⽰数が少ない《投影的発問》は、
児童⽣徒に⾃我関与を促す発問、並びに「教科書で教える」授業の成⽴を
⽀援する発問として、同等の重要度を有している。さらに、数こそ少ない
ものの、《投影的発問》が掲載されることは、初任教師があえて難度の⾼い
授業計画の構想・実施に挑み、よりいっそう現実的な「特別の教科 道徳」
の授業の流れのイメージを掴むためのきっかけを⽣む。以上が本節のまと
めである。 
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このような発問例の提⽰を通じて児童⽣徒に⾃我関与を促す授業の成
⽴、ひいては「教科書で教える」授業の成⽴を⽀援することができる教師
⽤指導書は、初任教師にとっては⼤きな助け⾈となることが想定される。
しかし、教師⽤指導書が⽀援することのできる範囲にも限界が存在してい
ると筆者は考えている。そのことについては、次節で詳しく論じていきた
い。 
 
第７節 教師⽤指導書が初任教師を⽀援することができる範囲 
 
 前節では、本章でここまで実施した３つの分析の概要を⽰し、第２節の
数量的な分析と、第３節・第５節の発問例の記述内容の具体的な分析の両
⾯から考察を述べた。そして、教師⽤指導書が《分析的発問》、《投影的発
問》、《⾃分を⾒つめる発問》を例⽰することを通じて、これらが⽣徒に⾃
我関与を促すことで内容項⽬の理解の深化を図るとともに、「教科書で教
える」授業の成⽴を⽀援し得るということを述べた。 

このような機能をもつ教師⽤指導書を使⽤することにより、初任教師は
児童⽣徒に⾃我関与を促す、すなわち「教科書で教える」指導をするよう
な授業のイメージを獲得することができるのである。無論、初任教師だけ
でなく「特別の教科 道徳」の授業の流れのイメージが掴めていない、ある
いは、「教科書で教える」指導の実施が難しいと考えている教師にとっても、
教師⽤指導書のこのような機能は弱点の克服のための⼗分な⽀援となる
と考えられる。以上のように、あらゆる教師に対して「特別の教科 道徳」
の授業の流れのイメージを掴ませる、あるいは「教科書で教える」指導の
仕⽅を提⽰するという点において、教師⽤指導書は「耐教師性（teacher-
proof）」を帯びているといえよう。 
 ここまで主に初任教師に対して、教師⽤指導書がどのようなかたちで⽀
援を⾏なうことができるのかということを確認してきた。具体的には、あ
らゆる教師たちに対して「特別の教科 道徳」の授業の流れのイメージを掴
ませる、あるいは「教科書で教える」指導の仕⽅を提⽰するという機能を
有していると述べた。これは「特別の教科 道徳」の授業成⽴の⽀援として
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⾮常に⼤きな役割を果たしていると考えられる。しかし、教師⽤指導書は
あくまで「⽀援」のための⼿段であるということに留意したい。すなわち、
教師⽤指導書を鵜呑みにし、記述されている通りに指導することで、「特別
の教科 道徳」の授業を完全に成⽴させることができる、というわけではな
いのである。なぜなら、教師の眼前にいる児童⽣徒は⼀⼈ひとりが異なる
経験や価値観、それに基づいた特性や思考の傾向を有している存在であり、
教師⽤指導書にこれらのすべてを踏まえたうえでの発問例や学習指導案、
ねらいや板書例などを掲載することは現実的に不可能だからである。ゆえ
に、もし教師⽤指導書に重度に依存し、記載されている通りの指導を実施
してしまえば、教師⽤指導書や初任教師⾃⾝が予想していたものとは異な
る反応が児童⽣徒から寄せられ、初任教師は混乱状態に陥って授業を成⽴
させることはできないであろう。このような状態に陥らないようにするた
めには、児童⽣徒の特性や思考の傾向をみてとる⼒を、教師⾃⾝が⽇々の
教育実践の積み重ねの中で獲得していくほかないのである。これは、教師
⽤指導書ではなく、教師個々⼈が⾃⾝の専⾨性として養っていかなければ
ならない資質であると考える。 

このことに関連して、第１章第３節で初任教師の研究者として取りあげ
た吉崎が提唱する「初任教師の発達課題」に着⽬したい。これは、初任教
師が授業計画の⼒量形成の段階でどのような順で授業計画に関わる資質
を獲得していくのかを、⼈間の成⻑過程において発現する発達課題になぞ
らえたものである。吉崎は「初任教師の発達課題」について、以下のよう
に表のかたちで⽰している。 
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表２. 初任教師の発達課題（吉崎静夫「⼀⼈⽴ちへの道筋」〔浅⽥匠、⽣⽥
孝⾄、藤岡完治編著『成⻑する教師 教師学への誘い』⾦⼦書房、1998
年、164⾴〕をもとに筆者⼀部加筆） 

 

Ⅰ.授業設計（授業計画） 
Ⅰ-１ 指導書の学習指導案の例をみたときに、１時間の授業の流れについ

てのイメージがわく。 
 
〜〜〜〜〜〜〜（教師⽤指導書が⽀援できる限界：筆者）〜〜〜〜〜〜〜 
 
Ⅰ-２ 主要な発問や説明に対する「⼦どもの反応」を予想する。 
Ⅰ-３ ⼦どもが「つまずきやすい」学習内容や学習場⾯を予測する。 
Ⅰ-４ 指導書の学習指導案を、⼦どもの実態を考えながらアレンジする。 
Ⅰ-５ 指導書の単元案の例をみたときに、単元全体のイメージがわく。 
Ⅰ-６ 単元と単元との関係に気づく 

 
 この表において、吉崎は初任教師が授業計画の⼒量形成の⾯で成⻑する
過程でどのような経過を辿るのかということを明らかにしている。表のⅠ
-1 では学習指導案の例と記しているが、授業の流れのイメージをつかむこ
とができるという共通点においては、発問例もここでいう学習指導案と同
じであると⾒做して差し⽀えないと考えられる。ここで、筆者が先に述べ
たことと合わせると、「特別の教科 道徳」の教師⽤指導書による初任教師
の授業成⽴に対しての⽀援の限界は、表上に波線で⽰したかたちで表現す
ことができるだろう。初任教師は教師⽤指導書の発問例を通じて授業のイ
メージを獲得することはできる。しかし、そこから先の「主要な発問や説
明に対する『⼦どもの反応」を予想する」⼒、ないしは「⼦どもが『つま
ずきやすい』学習内容や学習場⾯を予測する⼒は、教師⾃⾝が⽇々の児童
⽣徒との交流の中で涵養するほかないのである。 
 ただ、すでに述べているように、児童⽣徒をみる中で上記のようなこと
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を予想したり予測したりすることは、初任教師にとっては⾮常に難しいこ
とである。しかし、このような⼒を獲得しなければ、のちの「指導書の学
習指導案を、⼦どもの実態を考えながらアレンジする」ことや「指導書の
単元案の例をみたときに、単元全体のイメージがわく」といった状態に近
づくことができない。この児童⽣徒を⾒てとる⼒の獲得は、初任教師の成
⻑のためには⽋かせない条件なのである。 

そこで、「特別の教科 道徳」の教師⽤指導書が「教科書で教える」指導
の仕⽅を提⽰していることに着⽬したい。このような指導は、教科書の内
容だけで思考するにとどまらず、現実世界の⾃分⾃⾝に⽬をむけるなどし
て、教科書をあくまで⼀⼿段と⾒做したうえで教師がねらいとするものを
児童⽣徒に学ばせる指導⽅法であった。このような指導⽅法をとるうえで
は、教科書から離れたのちに⾃らがねらいとするものをいかに学ばせるか
について教師⾃⾝が考えなければならない。この過程において、第２章第
６節でも記したように、仮想の児童⽣徒と対話しながら授業計画を進めて
いくのである。この過程で「主要な発問や説明に対する『⼦どもの反応」
を予想する」⼒や「⼦どもが『つまずきやすい』学習内容や学習場⾯を予
測する⼒が養われていくのである。 

以上の内容を総合すると、「特別の教科 道徳」の教師⽤指導書が提⽰す
る発問例を通じて、初任教師は児童⽣徒に⾃我関与を促す、ひいては「教
科書で教える」ような授業のイメージを獲得し得る。このことは、授業を
成⽴させるという初任教師にとっての基礎的な関⾨を突破するうえで⾮
常に⼤きな役割を果たしている。しかし、ただ単に授業の成⽴のみに関わ
っているだけではなく、仮想の児童⽣徒との予想応答を教師⾃⾝に促すこ
とによって、児童⽣徒をみて、その特性や思考の傾向を理解する⼒を獲得
することにもつながっている。したがって、結論としては、教師⽤指導書
は初任教師の授業成⽴を⽀援し、さらに初任教師としての発達段階の次の
レベルへと成⻑するための⾜掛かりとなり得るものである。以上のことが
⾔えるだろう。 
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終章 
 
 
 

本稿では、授業計画の段階において、教師⽤指導書が教師をどのような
かたちで⽀援することができるのかということについて考察してきた。そ
れを受けて本節では、本稿を総括し、今後の発展可能性や研究課題につい
て述べる。 

 
第１節 本稿の総括 
 
 本節では、本稿全体の総括を⾏なう。本稿では、授業計画の段階におけ
る教師、その中でもとりわけ初任教師を、教師⽤指導書がどのようなかた
ちで⽀援しうるのかということについて考察してきた。 
 第１章では、主に教師⽤指導書のあり⽅とそれが果たしうる機能につい
て確認した。第１節では教師⽤指導書がどのようなものであるかについて、
光村図書株式会社の『中学道徳 学習指導書③』を具体例として、その構成
の⾯から確認した。その結果、教師⽤指導書が教科書の活⽤⽅法を深く理
解し、実際に活⽤していくための「マニュアル」のようなものであること
を確認した。続く第２節では、そのような「マニュアル」としての役割を
もつ教師⽤指導書と関わりの深い概念であると筆者が考える「耐教師性



 87 

(teacher-proof)カリキュラム」に着⽬し、それがどのような教師でも使⽤
することができるカリキュラムのパッケージであることを確認した。そし
て第３節では、それら教師⽤指導書と「耐教師性(teacher-proof)カリキュ
ラム」が、使⽤する教師たちのために指導の⽬標、内容、⽅法が全て所与
のものとして決められているということ、並びに、あらゆる教師が使⽤す
ることを前提として作られたものであるという点で共通しているという
ことを論じた。 
 続く第２章では主に「特別の教科 道徳」について扱った。第１節では、
本研究において「特別の教科 道徳」の教師⽤指導書に着⽬した理由につい
て、さまざまな点を踏まえると教師⽤指導書の使⽤頻度が⾼いことが予想
されることであると述べた。第２節では、まず第１項で道徳が教科化され
ていった経緯について、主に教材となる検定済教科書の導⼊決定にも着⽬
しながら確認した。また第２項において、教科化が学校現場にもたらした
影響を外⾯的・内⾯的な部分に分けて確認した。主たる外⾯的な影響とし
ては、検定済教科書の導⼊により、教師の教材選択の幅が減少したことを
取り上げた。また内⾯的な影響としては、内容の質的転換として、「読み物
の登場⼈物の⼼情理解のみに偏った形式的な指導」、ないしは「発達の段階
などを⼗分に踏まえず、児童⽣徒に望ましいと思われる分かりきったこと
を⾔わせたり書かせたりする授業」という、「道徳の時間」であった頃の課
題の克服が求められたことを取り上げた。そして、これらの外⾯・内⾯的
な影響により、現場の教師たちが混乱状態に陥ったということを第２節の
結論として提⽰した。そして第３節では、これらの内⾯的・外⾯的な変化
が求められる中で、新たな「特別の教科 道徳」の授業を成⽴させるうえで
極めて重要な概念である⾃我関与を取り上げ、第１項でまずその定義を⾏
なった。そして、続く第２項で、児童⽣徒の⽬を教科書から現実の⾃分⾃
⾝へと移させるという点、並びに、国語と道徳の違いを明確化させるとい
う点、以上の２点を達成することによって、先の２つの課題を克服しうる
という点から、児童⽣徒に⾃我関与を促すことは「特別の教科 道徳」にお
いて必須であるということを確認した。そして第４節において、初任教師
は予想外の反応を⽰す児童⽣徒を避けるという点から、⾃我関与を授業中
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に促すことは難しいことであるということを述べた。そこで、第５節では
発問が授業の流れを変える機能を有していること、またそのことから、教
師に仮想の児童⽣徒と実際の授業のやりとりのシミュレーションをさせ
ることを通じて、授業の流れのイメージを掴ませる役割を果たしていると
いうことを論じた。以上のような役割を発問が持つことから「特別の教科 
道徳」の授業を成⽴させるためには、教師が授業内で児童⽣徒に⾃我関与
を促すような発問を投げかけることが必要であると考え、第６節において、
実際に児童⽣徒に読み物資料の登場⼈物や授業でねらいとされる道徳的
価値へ⾃我関与させることができる発問の例を、永⽥茂雄の発問分類の中
から確認した。その結果、該当する発問が《分析的発問》、《投影的発問》、
《⾃分を⾒つめる発問》であることを説明した。 
 第３章では、第２章の内容を⼟台として、教師⽤指導書の朱書編に掲載
された発問例について分析を⾏なった。第１節では分析対象の選定基準及
び数量分析の⽅法を詳述した。それを踏まえて第２節では教師⽤指導書の
発問例の数量的な分析の結果を⽰した。その中で、《分析的発問》、《⾃分を
⾒つめる発問》が多くの教師⽤指導書に含まれていた⼀⽅で、《投影的発
問》があまり掲載されていないことを明らかにするとともに、その理由を
考察した。第３節では先の『中学道徳 学習指導書③』の中から、命の選択、
及び、⼀票を投じることの意味という２つの教材を選択し、これらの教材
に関して、教師⽤指導書の朱書編に掲載された発問例がどのようなかたち
で⾃我関与を促しているのかということを分析した。 

そして、第４節において、教師⽤指導書が果たしうる役割の⼀つに「教
科書で教える」授業の成⽴を⽀援する側⾯があるということを述べ、第５
節において第３節で取り上げた４つの発問について再度具体的に分析し
た。続く第６節では、第２節の数量的な分析と第３節・第５節の具体的な
内容分析の両⾯から考察を⾏ない、《分析的発問》、《投影的発問》、《⾃分を
⾒つめる発問》は、児童⽣徒に⾃我関与を促す発問、並びに「教科書で教
える」授業の成⽴を⽀援する発問として、同等の重要度を有している。さ
らに、数こそ少ないものの、《投影的発問》が掲載されることで、初任教師
があえて難度の⾼い授業計画の構想・実施に挑み、よりいっそう現実的な
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「特別の教科 道徳」の授業の流れのイメージを掴むための契機が⽣じる
ということを論じた。そして、第７節では、教師⽤指導書がもつ役割につ
いて、教師⽤指導書は初任教師の授業成⽴を⽀援するとともに、「教科書で
教える」指導の仕⽅を例⽰することで、初任教師としての次の発達段階へ
と成⻑させるための⾜掛かりになっているということを全体の結論とし
て提⽰した。 
 
第２節 本研究の発展可能性・今後の課題 
  

前節では、本稿全体を通じた総括を⾏ない、全体のまとめを提⽰した。
それを受けて本節では、本研究の更なる発展可能性や今後の課題につ
いて論じる。 

本研究では、授業計画の段階において、教師⽤指導書が授業計画段階に
おける初任教師をどのようなかたちで⽀援することができるのかという
ことについて考察してきた。その結果、理論上は、「特別の教科 道徳」の
教師⽤指導書の発問例を通じて、初任教師は⾃我関与を促すような授業の
流れのイメージを獲得することができるということを述べた。 

ここであえて理論上と記したように、学校現場における教師⽤指導書の
使⽤実態については、本研究では明らかにすることができていない。本来、
筆者の過去の伝聞や経験からしても、教師個々⼈によって教師⽤指導書の
使⽤実態は⾮常に異なっている。本稿で先⾏研究として挙げた吉崎は、初
任教師の多くが教師⽤指導書に頼っており、そこから徐々に脱却して⾃分
なりの授業をつくっていくということを⾃⾝の調査の中から明らかにし
ていた。しかし、今⽇、教師の多忙がいっそう勢いを増していく中で、初
任・若⼿教師に限られない多くの教師が教材研究の時間すらままならない
ような状況に置かれている。このような中では、中堅ないしはベテランと
呼ばれる教師であっても、⾃らの業務量軽減のために教師⽤指導書を⽤い
ながら授業計画を⽴てている可能性がある。また、初任教師であっても、
授業を⾃分の⼿でつくりたいという確固たる信念をもつ者は、参照しない
という選択肢をとる可能性がある。このように、教師⽤指導書を⽤いるか
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どうかは、教師個々⼈の考え⽅による部分も⼤きい。さらにいえば、使⽤
するか否か、あるいは使⽤頻度については、教師の年齢や校種、勤務先の
校⾵等の影響も多分に受けることが予想される。本研究ではあくまで外⾯
的・内⾯的理由から「特別の教科 道徳」の教師⽤指導書の使⽤割合が⾼い
のではないかと推測した。しかし、これは学校現場の実態を⾒ていない以
上、憶測の域を出ない。この点は、今後追加調査を⾏なっていく必要があ
るだろう。 

また、「特別の教科 道徳」の授業に必須であるとした⾃我関与を含む発
問例についても、その参照の度合いは初任教師によって異なることが推測
される。例えば、教師⽤指導書の発問例に記されている通りに発問する初
任教師も存在すれば、児童⽣徒の実態に合わせて部分的に独⾃の発問を投
げかけることができる初任教師も存在するだろう。また、先に記したよう
に、全く参照しない初任教師も存在するかもしれない。これらのように、
発問例の参照の度合いの違いについても本研究の中では確認することが
できていない。そして、朱書編においても、発問例の他に指導上の留意点
や本時の狙い、評価の⽅法や板書例など、教師が授業を円滑に実施するた
めの多様なリソースが掲載されている。発問例だけを重点的に参照してい
る教師ばかりではなく、上記の多様なリソースと合わせて発問例を参照す
ることを通じて、授業のイメージを獲得している者もいるだろう。これら
の点については本研究では踏まえられていない。 

以上の、本研究では筆者の⼒量と時間の不⾜によって扱うことができな
かった学校現場における教師⽤指導書の使⽤実態の解明については、つづ
く研究課題としたい。 

 
 

注 
1 「初任教師」をどのように定義するかは、研究者によって様々である
が、本研究における「初任教師」とは、教諭・講師にかかわらず、教師
経験１年⽬の教師のことであるとする。 
2 公益財団法⼈教科書研究センターの附属図書館として設置されている図
書館。主に戦後の国内外の教科書・教師⽤指導書を閲覧することができ
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